
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵

は
じ
め
に

『天
地
瑞
祥
志
』
第
十
六
翻
刻
・
校
注

　
　－
r
五
行
」
「
木
」
「
火
」
「
土
」

洲
脇
　
武
志

『天
地
瑞
祥
志
』
は
、
唐
の
薩
守
真
（
異
説
あ
り
）
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
天
文
類
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
さ
ほ
ど
注

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
書
物
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
一
年
秋
よ
り
、
数
名
の
有
志
に
よ
り
天
地
瑞
祥
志
研
究
会
（
代
表
・
水
口
幹
記
氏
）

が
立
ち
上
げ
ら
れ
、
輪
読
会
を
行
っ
て
き
た
。

　
こ
の
研
究
会
で
の
成
果
は
、
水
口
幹
記
氏
・
田
中
良
明
氏
に
よ
っ
て
第
一
の
翻
刻
・
校
注
が
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
九
三
号

（110
　
1
五
年
）
及
び
九
四
号
（
1
1
0
　
1
六
年
）
に
、
佐
野
誠
子
氏
・
佐
々
木
聡
氏
に
よ
っ
て
第
十
四
の
翻
刻
・
校
注
が
『
名
古
屋
大

學
中
國
語
學
文
學
論
集
』
第
二
九
輯
（
二
〇
一
五
年
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
れ
ら
に
続
く
研
究
会
の
成
果
報
告
で
あ
る
。

な
お
、
『
天
地
瑞
祥
志
』
に
関
し
て
は
、
前
掲
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
九
三
号
に
収
録
さ
れ
て
い
る
水
ロ
幹
記
氏
に
よ
る
「
序
」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
さ
て
、
『
天
地
瑞
祥
志
』
第
十
六
に
は
、
「
月
令
」
「
五
行
」
「
木
」
「
火
」
「
土
」
「
金
」
「
水
」
の
項
目
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
水
」

に

は

「醒
泉
」
「
井
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
う
ち
、
「
五
行
」
「
木
」
「
火
」
「
土
」
の
翻
刻
・
校
注
を
収
録
す
る
。
こ
の



第
十
六
「
五
行
」
「
木
」
「
火
」
「
土
」
の
翻
刻
と
校
注
は
洲
脇
武
志
が
担
当
し
た
が
、
こ
の
成
果
は
決
し
て
1
人
だ
け
の
手
に
な
る
も

の

で
は
な
く
、
研
究
会
の
参
加
者
に
よ
る
意
見
の
集
約
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

『天
地
瑞
祥
志
』
翻
刻
・
校
注
凡
例

　　原
一一

文
、　、

一
、

一
、

一
、

底
本
に
は
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
蔵
『
天
地
瑞
祥
志
』
を
用
い
る
。

底
本
は
文
章
の
改
行
に
無
秩
序
な
箇
所
が
あ
る
が
、
読
者
の
便
を
図
り
、
引
用
書
や
文
脈
に
よ
り
適
宜
段
落
を
設
け
、
各
々
に

0
1
、
0
2
、
－
－
－
と
番
号
を
付
し
て
①
に
記
し
た
。

底
本
は
紗
本
で
あ
り
、
行
草
体
や
筆
写
特
有
の
字
体
を
含
む
が
、
適
宜
楷
書
化
し
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

底
本
の
双
行
注
（
割
り
注
）
は
山
括
弧
〈
〉
に
入
れ
て
示
し
、
欠
字
は
口
で
示
し
て
い
る
。

底
本

に
書
き
入
れ
が
有
る
際
、
ま
た
は
、
底
本
の
字
作
り
が
前
田
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
『
天
地
瑞
祥
志
』
（
以
下
「
尊
経
閣
本
」

と
略
す
）
と
異
な
る
際
に
は
、
①
の
本
文
の
右
妾
＝
，
　
［
1
］
［
二
］
…
・
－
と
付
し
、
文
末
に
書
き
入
れ
や
校
異
を
記
し
た
。
但
し
、

僅
か
で
も
字
体
が
異
な
る
文
字
を
す
べ
て
挙
げ
る
こ
と
は
繁
雑
の
難
が
あ
る
た
め
、
紗
本
に
頻
見
す
る
異
体
字
の
類
で
、
一
見

し
て
同
義
の
文
字
で
あ
る
と
判
断
可
能
な
文
字
は
、
こ
れ
を
略
し
て
載
せ
て
い
な
い
。
（
尊
経
閣
本
と
の
校
合
は
、
尊
経
閣
に

お
い
て
当
該
書
を
実
見
し
、
紙
焼
き
を
購
入
し
て
い
る
『
天
地
瑞
祥
志
』
研
究
会
代
表
の
水
口
幹
記
が
行
っ
た
。
）
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校
訂一

、
一

、
一

、
一

、

①
に
示
し
た
原
文
を
適
宜
正
字
に
改
め
、
句
読
点
な
ど
の
記
号
を
付
し
た
も
の
を
②
に
記
し
た
o
略
字
・
異
体
字
に
つ
い
て
は
、

rm
」
と
「
日
」
t
　
r
n
b
l
」
と
「
氏
」
、
r
文
」
と
「
父
」
、
r
大
」
と
「
太
」
な
ど
の
紗
本
に
多
く
見
ら
れ
る
字
形
が
混
同
さ
れ
る

文
字
や
、
そ
の
字
形
が
甚
だ
し
く
相
異
す
る
場
合
以
外
は
、
特
に
断
り
な
く
改
め
て
い
る
。

①
に
示
し
た
原
文
に
術
字
が
有
る
と
認
め
た
場
合
は
、
②
に
桁
字
を
丸
括
弧
（
）
に
入
れ
て
示
し
、
脱
字
・
誤
字
が
有
る
と
認

め

た
場
合
は
、
適
宜
文
字
を
挿
入
・
改
正
し
た
o

右
の
誤
字
・
術
字
・
脱
字
を
②
に
示
す
際
、
①
に
記
し
た
原
文
の
書
き
入
れ
、
も
し
く
は
尊
経
閣
本
を
根
拠
と
し
た
箇
所
に
は

白
丸
O
を
、
他
の
関
連
資
料
を
根
拠
と
し
た
箇
所
に
は
四
角
口
を
付
し
た
o
書
き
入
れ
と
他
の
関
連
資
料
の
両
者
を
根
拠
と
し

た
箇
所
に
は
、
白
丸
○
し
か
付
し
て
い
な
い
。

右

に
記
し
た
根
拠
以
外
、
前
後
の
文
脈
な
ど
に
依
拠
し
て
誤
字
・
術
字
・
脱
字
を
判
断
し
た
箇
所
に
は
黒
丸
●
を
付
し
、
特
記

す
べ
き
事
項
が
有
れ
ば
②
の
文
末
に
注
記
し
た
o

一 3一

、

訓
読

②
の
文
章
を
訓
読
し
、
③
に
記
し
た
。

注
釈

　
一
、
関
連
資
料
は
③
の
右
傍
に
（
一
）
（
1
1
）
…
…
と
付
し
、
④
に
提
示
し
た
o

　
一
、
④
に
は
、
関
連
資
料
の
書
名
、
篇
名
と
本
文
を
記
し
、
『
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
と
対
応
す
る
箇
所
に
傍
線
を
付
し
て
い
る
。

ま
た
、



　
　
引
用
箇
所
に
注
釈
が
付
い
て
い
る
場
合
、
本
文
中
に
（
1
）
（
2
）
の
番
号
を
付
し
て
、
本
文
の
後
に
併
記
し
た
o
な
お
、
引

　
　
用
文
が
長
大
に
渉
る
際
に
は
、
本
文
・
注
釈
と
と
も
に
『
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
と
関
連
し
な
い
箇
所
を
省
略
し
た
o

一
、

②
で
四
角
口
を
付
し
て
誤
字
・
桁
字
’
脱
字
を
示
し
た
際
に
根
拠
と
な
っ
た
文
字
に
つ
い
て
は
、
④
の
当
該
文
字
を
□
で
囲
み

　
　
示
し
た
。

1、

『天
地
瑞
祥
志
』
本
文
中
の
「
守
日
」
の
「
守
」
が
『
天
地
瑞
祥
志
』
撰
者
の
「
薩
守
真
」
で
あ
る
こ
と
は
逐
一
注
記
し
な
い
。

※
な
お
、
底
本
の
文
字
の
判
定
や
正
字
の
確
定
な
ど
は
、
コ
ン
ピ
ユ
ー
タ
ー
処
理
の
可
能
な
限
り
努
め
た
が
、
最
終
的
な
判
断
は
担

当
者
に
一
任
し
た
o
ま
た
、
『
天
地
瑞
祥
志
』
本
文
の
体
裁
が
各
巻
に
よ
っ
て
異
な
る
た
め
、
各
巻
の
注
釈
の
体
裁
も
、
各
担
当

者
に
一
任
し
て
い
る
。

翻
刻
・
校
注

一 4一

o
五
行

【概
要
】
本
項
目
で
は
、
「
木
」
「
火
」
　
r
土
」
　
r
金
」
「
水
」
に
つ
い
て
詳
述
す
る
に
先
立
ち
、
「
五
行
」
の
概
略
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

ほ
ぼ
『
尚
書
』
洪
範
及
び
そ
こ
に
付
さ
れ
て
い
る
孔
安
国
伝
の
引
用
で
あ
る
が
、
『
漢
書
』
五
行
志
に
付
け
ら
れ
た
顔
師
古
注
も
引
用

し
て
い
る
。

01

①
　
五
行

〈下
返
孟
反
去
〉



A　O1　　　01　　　01
一 ④五③五②v 　行　行

〈下
、

〈下
、

返
孟
反
、
去
。
〉

　
こ返

孟
の
反
、
去
。
〉

『広
韻
』
去
声

下
更
切
。
又
胡
郎
胡
浪
胡
庚
三
切
。

o2

①
　
尚
書
洪
範
日
五
行
一
日
水
二
日
火
三
日
木
四
日
金
五
日
土
〈
皆
其
生
数
〉
水
日
潤
下
火
日
炎
上
〈
言
其
自
然
之
尚
性
也
〉
木
日
曲
直

金

日
従
革
〈
言
木
所
揉
而
曲
可
矯
而
直
也
金
可
改
更
錆
鋳
也
〉
土
愛
稼
稿
〈
種
日
稼
飯
日
稿
師
占
日
愛
只
邑
又
於
也
〉
潤
下
作
土
〈
水

歯
所
生
〉
炎
上
作
苦
〈
焦
氣
之
味
〉
曲
直
作
酸
〈
木
實
之
味
〉
朋
革
作
辛
〈
金
氣
之
味
〉
稼
稿
作
甘
〈
甘
味
生
於
百
穀
也
＞

o2

②『尚
書
』
洪
範
日
、
「
五
k
e
o
　
1
日
水
、
二
日
火
、
三
日
木
、
四
日
金
、
五
日
土
〈
皆
其
生
藪
。
〉
。
水
日
潤
下
、
火
日
炎
上
〈
言
其
自

　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

然
之
常
性
也
。
〉
、
木
日
曲
直
、
金
日
從
革
〈
言
木
所
揉
而
曲
、
可
矯
而
直
也
、
金
可
改
更
錆
鋳
也
o
〉
、
土
髪
稼
稿
〈
種
日
稼
、
敏
日
稿
。

　
　
　
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

師
古
日
、
髪
亦
日
也
。
又
於
也
。
〉
。
潤
下
作
鍼
〈
水
歯
所
生
。
〉
、
炎
上
作
苦
〈
焦
氣
之
味
。
〉
、
曲
直
作
酸
〈
木
實
之
味
。
〉
、
從
革
作
辛

〈金
氣
之
味
。
〉
、
稼
稿
作
甘
〈
甘
味
生
於
百
穀
也
o
〉
o
　
J

o2
③
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こ『尚

書
』
洪
範
に
曰
く
、
「
五
行
o
　
1
に
曰
く
水
、
二
に
曰
く
火
、
三
に
曰
く
木
、
四
に
曰
く
金
、
五
に
曰
く
土
〈
皆
な
其
の
生
敷
な
り
。
〉
。

水
を
潤
下
と
日
ひ
、
火
を
炎
上
と
日
ひ
〈
其
の
自
然
の
常
性
を
言
ふ
な
り
。
〉
、
木
を
曲
直
と
日
ひ
、
金
を
從
革
と
日
ひ
〈
木
の
揉
み
て

曲
げ
、
矯
め
て
直
す
べ
き
所
、
金
の
改
更
し
て
錆
鋳
す
べ
き
を
言
ふ
な
り
。
〉
、
土
を
稼
稿
と
髪
ふ
〈
種
を
稼
と
日
ひ
、
飯
を
稿
と
日
ふ
。

　ニ
　

師
古
曰
く
、
「
髪
も
亦
た
日
な
り
。
又
た
於
な
り
。
」
A
J
O
〉
o
潤
下
は
誠
を
作
り
〈
水
は
歯
の
生
ず
る
所
な
り
。
〉
、
炎
上
は
苦
を
作
り
〈
焦

氣
の
味
な
り
。
〉
、
曲
直
は
酸
を
作
り
〈
木
實
の
味
な
り
。
〉
、
從
革
は
辛
を
作
り
〈
金
氣
の
味
な
り
。
〉
、
稼
稿
は
甘
を
作
る
〈
甘
味
は
百

穀
よ
り
生
ず
る
な
り
。
〉
。
」
と
。

o2

④（1
）　
r
尚
書
』
洪
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
W
日
旛
上
i
”
m
a
”
　
、
劇
國

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
v　　　　　　　v　　　　　　　v　　　　　　　v　　　　　　　v　　　　　　　v　　　　　　　v　　　　　　　v

一　

五
行
。
一
日
フ
、
二
日
火
、
三
日
　
　
四
日
、
　
五
日
土
。
Z
日
潤
下
、

　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

穣

酬
。
潤
凋
魎
、
謂
習
、
劃
圓
個
鞠
、
閨
、
‖
。

孔
安
國
傳
コ
言
其
自
然
之
常
↑
。
」

孔孔

安
國
傳
コ
樹
冒
酬
。
土
可
以
種
可
以
敷
。
」

孔
安
國
傳
「
水
歯
所
生
。
」

孔
安
國
傳
「
焦
氣
之
味
。
」

孔

安
國
傳
「
‖
。
」

孔
安
國
傳
「
劃
剰
。
」

孔

安
國
傳
「
閨
。
五
行
以
下
、
箕
子
所
陳
。
」

一 6一



（11）　
B
z
a
l
i
l
書
』
巻
二
十
七
上
　
五
行
志
上

　
　
　
経

日
、
初
一
日
五
行
。
五
行
、
一
日
水
、
二
日
火
、
三
日
木
、
四
日
金
、
五
日
土
。
水
日
潤
下
、
火
日
炎
上
、
木
日
曲
直
、
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

　
　
　
日
從
革
、
土
髪
稼
稿
。

（1
）
張
】
曇
日
、
革
、
更
也
、
可
更
鉗
鋳
也
．

（
2
）
師
固
a
d
i
r
w
t
l
s
i
o
　
1
説
ハ
也
、
可
於
其
上
稼
稿
也
o
種
之
日
稼
。
収
聚
日
稿
。

o
木【概

要
】
本
項
目
で
は
、
五
行
の
一
つ
で
あ
る
「
木
」
に
つ
い
て
、
『
漢
書
』
五
行
志
を
始
め
と
す
る
正
史
「
五
行
志
」
を
引
用
し
、

併
せ
て
正
史
以
外
の
関
連
資
料
を
引
用
し
て
解
説
し
て
い
る
。
な
お
、
底
本
（
及
び
尊
経
閣
本
）
に
は
大
き
な
錯
簡
が
あ
る
の
で
注
意

さ
れ
た
い
（
当
該
箇
所
で
詳
述
）
。

01

①
　
木

〈莫
穀
反
入
＞

01

②
　
木
〈
莫
穀
反
、
入
。
＞

01

③

　
　
　
　
こ

木

〈莫
穀
の
反
、
入
。
＞

01

④
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（
一
）
『広
韻
』
入
声

　
　
莫
卜
切
。

o2
①

　
鐸
名
日
木
者
鰯
也
鰯
地
而
生
許
慎
云
木
者
昌
也
胃
地
而
出
也

o2
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
ロ

　
稗
名
日
、
「
木
者
鯛
也
。
鰯
地
而
生
。
許
慎
云
、
木
者
冒
也
。
冒
地
而
出
也
o
」

o2

③

　
　
こ

　
鐸
名
に
曰
く
、
・
「
木
は
鰯
な
り
。
地
に
鯛
れ
て
生
ず
。
許
慎
云
ふ
、
木
は
冒
な
り
。
地
を
冒
し
て
出
つ
る
な
り
。
」
と
。

o2
④（

一
）
『五
行
大
義
』
巻
一
鐸
名

　
　
　
春
秋
元
命
苞

一 8一

03

①
　
漢
書
五
行
志
日
傳
曰
〈
守
日
洪
範
五
行
傳
是
也
〉
田
猟
不
宿
〈
服
度
日
不
得
其
時
也
百
一
日
天
物
不
宿
禽
又
日
馳
肪
不
反
宮
室
也
〉

飲
食
不
亨
〈
師
占
日
不
行
随
亨
献
之
禮
次
面
領
法
度
也
〉
出
入
不
節
奪
民
農
時
及
姦
謀
〈
妄
興
蘇
役
以
奪
民
時
也
李
奇
日
姦
謀
増
賦
履

畝
之
事
〉
則
木
不
曲
直
〈
鄭
玄
日
君
行
此
五
者
為
逆
天
東
宮
之
政
木
性
茂
申
也
元
故
木
茂
暢
多
折
枯
又
匠
者
揉
輪
不
曲
作
矢
不
直
又
樟

柱
更
生
木
変
為
人
行
也
又
冬
栄
是
為
不
曲
直
也
〉



03
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ
　
　
　
ロ

『漢
書
』
五
行
志
日
、
「
傳
曰
〈
守
日
、
「
洪
範
五
行
傳
是
也
。
」
〉
、
『
田
猟
不
宿
〈
服
慶
日
、
「
不
得
其
時
也
、
或
日
、
天
物
不
宿
禽
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

又
日
、
「
馳
騨
不
反
宮
室
也
。
」
〉
、
飲
食
不
亨
〈
師
古
日
、
「
不
行
随
亨
献
之
禮
、
沈
面
領
法
度
也
。
」
〉
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
姦

謀

〈妄
興
蕎
役
以
奪
民
時
也
。
李
奇
日
、
「
姦
謀
、
増
賦
履
畝
之
事
。
」
〉
、
則
木
不
曲
直
〈
鄭
玄
日
、
「
君
行
此
五
者
、
爲
逆
天
東
宮
之
政
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

木
性
茂
申
也
。
元
故
不
茂
暢
、
多
折
枯
、
又
匠
者
揉
輪
不
曲
、
作
矢
不
直
、
又
梓
柱
更
生
木
、
愛
爲
人
形
也
。
又
冬
榮
、
是
爲
不
曲
直

也
o
」
〉
o
』
o
　
J

O3

③

　
　
ニ『漢

書
』
五
行
志
に
曰
く
、
r
傳
に
曰
く
＜
守
曰
く
、
「
洪
範
五
行
傳
是
れ
な
り
。
」
と
。
〉
、
『
田
猟
に
宿
ら
ず
〈
服
慶
曰
く
、
「
其
の
時

を
得
ざ
る
な
り
。
或
い
は
曰
く
、
天
物
禽
を
宿
せ
ず
。
」
と
。
又
た
曰
く
、
r
馳
鰐
し
て
宮
室
に
反
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
。
〉
、
飲
食
を
亨

け
ず
〈
師
古
曰
く
、
r
亨
献
の
禮
を
行
随
せ
ず
、
沈
面
は
法
度
を
領
す
る
な
り
。
」
と
。
〉
、
出
入
に
節
せ
ず
、
民
の
農
時
を
奪
ひ
、
姦
謀

に
及
べ
ば
〈
妄
り
に
蘇
役
を
興
し
て
以
て
民
の
時
を
奪
ふ
な
り
。
李
奇
曰
く
、
「
姦
謀
と
は
、
履
畝
の
事
を
増
賦
す
。
」
と
。
〉
、
則
ち
木

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

は
曲
直
な
ら
ず
〈
鄭
玄
曰
く
、
r
君
此
の
五
者
を
行
へ
ば
、
天
の
東
宮
の
政
に
逆
ら
ふ
と
爲
す
。
木
の
性
は
茂
申
な
り
。
故
元
く
し
て

茂
暢
せ
ず
、
折
枯
す
る
こ
と
多
し
、
又
た
匠
者
は
輪
を
揉
む
も
曲
ら
ず
、
矢
を
作
る
も
直
か
ら
ず
、
又
た
梓
柱
更
に
生
じ
、
木
愛
じ
て

人
形
と
爲
る
な
り
。
又
た
冬
に
榮
ゆ
る
は
、
是
れ
曲
直
せ
ざ
る
が
爲
な
り
。
」
と
。
〉
。
』
と
。
」
と
o

O3
④（

一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
　
傳

日
、
田
猟
不
宿
、
飲
食
不
享
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
、
則
木
不
曲
直
。
説
日
、
木
、
東
方
也
。
於
易
、
地
上

　
　
　
之
木
爲
観
。
其
於
王
事
、
威
儀
容
貌
亦
可
観
者
也
。
故
行
歩
有
侃
玉
之
度
、
登
車
有
和
鷲
之
節
、
田
狩
有
三
駆
之
制
、
飲
食
有
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享
献
之
禮
、
出
入
有
名
、
使
民
以
時
、
務
在
勧
農
桑
、
謀
在
安
百
姓
、
如
此
、
則
木
得
其
性
　
。
若
乃
田
猟
馳
騨
不
反
宮
室
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

　
　

飲
食
沈
緬
不
顧
法
度
、
妄
興
蘇
役
以
奪
民
時
、
作
爲
姦
詐
以
傷
民
財
、
則
木
失
其
性
　
。
蓋
工
匠
之
爲
輪
矢
者
多
傷
敗
、
及
木

　
　
　
　
　
ら
　

　
　

爲
愛
怪
、
‖
回
。

（
1
）
服
度
日
、
不
得
其
時
也
。
國
圓
、
不
豫
戒
日
不
宿
、
不
戒
以
其
時
也
。

（
2
）
師
固
日
、
不
行
享
厭
之
禮
也
。

（3
）
李
奇
日
、
姦
謀
、
・
日
賦
履
宙
之
事
也
。
臣
墳
日
、
姦
謀
、
邪
謀
也
。
師
古
日
、
即
下
所
謂
作
爲
姦
詐
以
奪
農
時
。
李
説
是
。

（

4
）
如
淳
日
、
ー
回
也
。

（
5
）
臣
墳
日
、
a
t
i
柱
更
生
及
愛
爲
人
多
是
也
。

（11）　
T
後
漢
書
』
五
行
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

五
行
傳
日
、
田
猟
不
宿
、
飲
食
不
享
、
出
入
不
節
、
奪
民
農
時
、
及
有
姦
謀
、
則
木
不
曲
直
。

（
1
）
鄭
玄
注
尚
書
大
傳
日
、
不
宿
、
不
宿
禽
也
。
角
主
天
兵
。
周
禮
四
時
習
兵
、
因
以
田
猟
。
禮
志
日
、
天
子
不
合
園
、
諸
侯
不
掩

　
　
華
、
過
此
則
暴
因
物
－
爲
不
宿
禽
。
角
南
有
天
庫
、
將
軍
、
騎
官
。
漢
書
音
義
日
、
遊
田
馳
騎
、
不
反
宮
室
。

（
2
）
鄭
玄
日
、
君
行
此
五
者
、
爲
逆
天
東
宮
之
。
東
宮
於
地
爲
木
、
木
性
或
曲
或
直
、
人
所
用
爲
器
也
。
無
古
生
、
暢
茂
、
多

　
　

折
稿
、
是
爲
　
不
曲
直
。
木
、
金
、
水
、
火
、
土
謂
之
五
材
、
春
秋
傳
日
、
天
生
五
材
、
民
並
用
之
。
其
政
逆
則
神
怒
、
神
怒

　
　

則
材
失
性
、
不
爲
民
用
。
其
他
愛
異
皆
属
珍
、
診
亦
神
怒
。
凡
神
怒
者
、
日
、
月
、
五
星
既
見
適
干
天
　
。
洪
範
、
木
日
曲
直
。

　
　

孔
安
國
日
、
木
可
以
揉
曲
直
。
謂
木
失
其
性
而
爲
災
也
。
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o4

①
　
説

日
木
東
方
也
於
易
地
上
之
木
為
観
〈
師
占
日
坤
下
巽
上
観
故
云
地
上
之
木
也
〉
於
王
事
威
儀
容
見
亦
可
観
者
也
行
歩
有
侃
玉
之
度

也
〈
師
占
日
玉
侃
上
有
双
衡
下
有
双
瑛
据
璃
以
雑
之
衝
干
批
珠
以
納
其
間
右
微
角
而
左
官
羽
進
則
掩
之
退
則
揚
之
然
後
玉
鍋
鳴
者
之
也
〉

登
車
有
和
鷺
之
節
〈
師
古
日
和
鈴
也
以
金
為
之
施
於
衡
上
鷲
亦
以
金
為
鷲
鳥
而
衡
鈴
施
於
鋪
上
動
皆
有
聲
以
為
箭
疾
之
節
之
也
＞
1
1
1
e
e

之

制
〈
師
古
日
一
為
乾
豆
二
為
賓
客
三
為
充
君
之
庖
也
守
日
礼
記
天
子
諸
侯
元
々
々
々
事
則
歳
三
田
元
事
、
而
不
田
日
不
敬
不
以
礼
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

暴
之
也
〉
飲
食
有
享
献
之
禮
〈
師
古
日
以
礼
飲
食
謂
之
亨
進
爵
於
前
謂
之
献
也
〉
出
入
有
名
便
民
以
時
務
在
勧
農
桑
謀
在
安
百
姓
如
此

則
木
得
其
性
　

（1
）
底
本

（及
び
尊
経
閣
本
）
で
は
0
4
「
以
時
」
か
ら
0
8
「
陽
事
」
ま
で
の
部
分
と
、
0
8
「
象
臣
」
か
ら
H
「
人
形
」
ま
で
の
部
分

　
　
　
が
割
り
注
も
含
め
て
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
文
意
が
通
じ
な
い
た
め
、
関
連
資
料
に
よ
っ
て
両
者
を
入
れ
替
え
た
。
紗
本
で
は

　
　
　
葉
の
逆
転
は
ま
ま
あ
る
が
、
底
本
（
及
び
尊
経
閣
本
）
で
は
葉
単
位
で
は
無
く
行
の
途
中
か
ら
錯
簡
が
起
こ
っ
て
い
る
。
恐
ら

　
　
　
く
尊
経
閣
本
以
前
の
紗
本
で
錯
簡
が
で
き
、
そ
の
錯
簡
が
底
本
（
及
び
尊
経
閣
本
）
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
ろ

　
　
　
1
つ
o

o4

②説
日
、
「
木
東
方
也
。
於
易
、
地
上
之
木
爲
観
〈
師
固
日
、
「
坤
下
巽
上
、
観
。
故
云
地
上
之
木
也
。
」
〉
、
於
王
事
、
威
儀
容
貌
亦
可

観
者
也
。
行
歩
有
侃
玉
之
度
也
〈
師
古
日
、
「
玉
侃
上
有
双
衡
、
下
有
双
瑛
、
据
璃
以
雑
之
、
衝
囲
批
珠
以
納
其
間
、
右
微
角
而
左
圃
羽
、

進
則
掩
之
、
退
則
揚
之
、
然
後
玉
鋸
鳴
者
、
之
也
。
」
〉
。
登
車
有
和
鷲
之
節
〈
師
古
日
、
「
和
、
鈴
也
。
以
金
爲
之
、
施
於
衡
上
。
鷲
亦

以
金
爲
鷲
鳥
而
街
圃
鈴
、
施
於
鋪
上
。
動
皆
有
聲
。
以
爲
箭
疾
之
節
、
之
也
。
」
〉
、
三
駆
之
制
〈
師
古
日
、
＝
爲
乾
豆
、
二
爲
賓
客
、

三
爲
充
君
之
庖
也
。
」
守
日
、
「
『
禮
記
』
、
天
子
諸
侯
元
事
、
則
歳
三
田
、
元
事
而
不
田
日
不
敬
、
不
以
礼
日
暴
、
之
也
」
。
〉
。
飲
食
有
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亨
献
之
禮
〈
師
古
日
、
「
以
礼
飲
食
、
謂
之
享
、
進
爵
於
前
、
謂
之
献
也
。
」
〉
、
出
入
有
名
、
圃
民
以
時
、
務
在
勧
農
桑
、
謀
在
安
百
姓
、

如
此
則
木
得
其
性
　
。
」

o4

③
　
説

に
曰
く
、
「
木
は
東
方
な
り
。
易
に
於
い
て
は
、
地
上
の
木
を
観
と
爲
し
〈
師
古
曰
く
、
r
坤
下
巽
上
は
、
観
。
故
に
地
上
の
木
と

云
ふ
な
り
。
」
と
。
〉
、
王
事
に
於
い
て
は
、
威
儀
容
貌
も
亦
た
観
る
べ
き
者
な
り
。
行
歩
に
侃
玉
の
度
有
る
な
り
〈
師
古
曰
く
、
r
玉
侃

の
上

に
双
衡
有
り
、
下
に
双
瑛
有
り
、
据
璃
以
て
之
に
雑
へ
、
衝
牙
批
珠
以
て
其
の
間
に
納
め
、
微
角
を
右
に
し
て
宮
羽
を
左
に
し
、

進
め

ば
則
ち
之
を
掩
ひ
、
退
け
ば
則
ち
之
を
揚
げ
、
然
る
後
に
玉
鑑
の
鳴
る
者
、
之
れ
な
り
。
」
と
。
〉
。
車
に
登
る
に
和
鷲
の
節
〈
師

古
曰
く
、
「
和
は
、
鈴
な
り
。
金
を
以
て
之
を
爲
り
、
衡
上
に
施
す
。
鷺
も
亦
た
金
を
以
て
鷲
鳥
を
爲
り
て
鈴
を
街
ま
せ
、
鋪
上
に
施
す
。

動
け
ば
皆
な
聲
有
り
。
以
て
箭
疾
の
節
と
爲
す
、
之
れ
な
り
。
」
と
。
〉
、
三
賑
の
制
有
り
〈
師
古
曰
く
、
r
一
は
乾
豆
の
爲
に
し
、
二
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

賓
客
の
爲
に
し
、
三
は
君
の
庖
に
充
た
す
が
爲
に
す
る
な
り
。
」
と
。
守
曰
く
t
．
r
『
禮
記
』
に
、
天
子
諸
侯
は
事
元
け
れ
ば
、
則
ち
歳

　
　
　
　
か
り

に
三
た
び
田
し
、
事
元
き
も
田
せ
ざ
る
を
不
敬
と
日
ひ
、
礼
を
以
て
せ
ざ
る
を
暴
と
日
ふ
と
、
之
れ
な
り
。
」
A
J
O
〉
o
飲
食
に
享
献
の

禮
有
り
〈
師
古
曰
く
、
r
礼
を
以
て
飲
食
す
る
、
之
を
享
と
謂
ひ
、
爵
を
前
に
進
む
、
之
を
献
と
謂
ふ
な
り
。
」
A
J
　
O
〉
o
出
入
に
名
い
ふ

こ
と
有
り
。
民
を
使
ふ
に
時
を
以
て
し
、
務
む
る
こ
と
農
桑
を
勧
む
る
に
在
り
、
謀
る
こ
と
百
姓
を
安
ん
ず
る
に
在
り
、
此
の
如
く
ん

ば
則
ち
木
は
其
の
性
を
得
。
」
と
。

o4
④（1

）
『漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
　
n
e
－
p
m
g
e
f
f
s
r
k
f
i
a
s
r
s
r
p
t
N
k
R
＄
s
o
其
於
王
　
、
威
儀
容
貌
亦
可
観
者
也
。
故
行
‖
園
、
登
車
有
和
鷲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
為
訓
、
田
狩
有
三
駆
之
制
、
捌
員
禮
、
出
入
有
名
、
隔
閨
、
務
在
勧
農
桑
、
謀
在
安
百
姓
、
如
此
、
則
　
得
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（1
）

劃
。
若
乃
田
猟
馳
鰐
不
反
宮
室
、
飲
食
沈
酒
不
顧
法
度
、
妄
興
蘇
役
以
奪
民
時
、
作
爲
姦
詐
以
傷
民
財
、
則
木
失
其
性
　
。

蓋
工
匠
之
爲
輪
矢
者
多
傷
敗
、
及
木
爲
愛
怪
、
是
爲
木
不
曲
直
。

師
古
日
、
玉
　
上
有
讐
衡
、
下
有
讐
瑛
、
据
璃
以
雑
之
、
衝
牙
批
　
以
納
其
間
。
右
雀
角
而
左
宮
羽
、

員
。
是
爲
行
歩
之
節
度
也
。
瑛
音
黄
。
据
音
居
。
璃
音
萬
。
批
音
歩
千
反
。

進
則
　
之
、
退
則
揚
之
、

　　　　　　　　　　

v　　　　　v　　　　　　　　　　　v
師
古
日
、
和
、
鈴
也
o
以
・
爲
之
、
施
於
衡
上
。
鷲
亦
以
笠
爲
鷺
鳥
而
街
鈴
焉
、
施
於
鍵
上
o
動
皆
有
聲
、
以
爲
箭
疾
之
節
也
。

師
古
日
、
謂
田
猟
三
駆
也
。
三
駆
之
禮
、
一
爲
乾
豆
、

師
古
日
、
以
禮
　
　
謂
之
享
、
進
爵
於
前
謂
之
厭
。

『禮
記
』
王
制

天
子
諸
侯
無
事
則
歳
三
田
。
一
爲
乾
豆
、
二
爲
賓
客
、

二
爲
賓
客
、
三
爲
充
君
之
庖
也
。

三
爲
充
君
之
庖
。
無
事
而
不
田
、
日
不
敬
。
田
不
以
禮
、
日
暴
天
物
。

o5
①

　
董
仲
箭
五
行
逆
従
日
木
者
春
生
之
始
農
之
本
也
勧
農
事
使
民
歳
不
遇
三
日
行
什
一
之
税
進
経
術
之
士
除
程
桔
開
閉
閨
則
樹
木
葉
美
而

朱
草
生
有
龍
祥
若
人
君
出
入
不
時
走
狗
試
馬
好
樂
飲
酒
縦
不
顧
政
以
奪
民
農
増
税
以
奪
民
財
者
病
疹
掻
温
髄
足
桁
痛
木
枯
集
福
龍
除
潜

鯨
魚
出
見
也

05
②

　
董
仲
箭
五
行
逆
從
日
、
「
木
者
、
春
生
之
始
、
農
之
本
也
。
勧
農
事
、
使
民
歳
不
圃
三
日
、
行
什
一
之
税
、
進
経
術
之
士
。
除
程
桔
、

開
閉
閨
、
則
樹
木
葉
美
、
而
朱
草
生
、
有
龍
祥
。
若
人
君
出
入
不
時
、
走
狗
試
馬
、
好
樂
飲
酒
、
縦
不
顧
政
、
以
奪
民
農
、
増
税
以
奪

民
財
者
、
病
疹
掻
、
温
髄
、
足
桁
痛
。
木
枯
集
、
福
龍
除
潜
、
鯨
魚
出
見
也
。
」
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o5

③

　
　
こ

　
董
仲
紆
五
行
逆
從
に
曰
く
、
r
木
は
、
春
生
ず
る
の
始
、
農
の
本
な
り
。
農
事
を
勧
め
、
民
を
使
ふ
に
歳
に
三
日
を
過
ぎ
ず
、
什
l

の

税
を
行
ひ
、
経
術
の
士
を
進
む
。
程
桔
を
除
き
、
閉
閨
を
開
け
ば
、
則
ち
樹
木
は
葉
美
し
く
し
て
、
朱
草
生
じ
、
龍
祥
有
り
。
若
し

人
君
出
入
す
る
に
時
あ
ら
ず
、
狗
を
走
ら
せ
馬
を
試
み
、
酒
を
飲
み
樂
を
好
み
、
縦
に
政
を
顧
み
ず
、
以
て
民
の
農
を
奪
ひ
、
税
を
増

し
て
以
て
民
の
財
を
奪
ふ
者
は
、
疹
掻
を
病
み
、
髄
を
温
め
、
足
桁
痛
す
。
木
は
枯
れ
集
ま
り
、
福
龍
徐
潜
し
、
鯨
魚
出
見
す
る
な
り
。
」

と
。

05

④（1
）　
r
春
秋
繁
露
』
五
行
逆
順

　
　
　
　
　
　
、
生
之
↑
、
農
之
　
也
。
勧
農
　
、
　
　
　
　
　
イ
民
、
歳
不
過
三
日
、
行
什
一
之
税
、

輕
撃
、
去
稽
留
、
閨
摘
「
閲
門
闘
、

如
人
君
出
入
不
時
、
走
狗
試
馬
、
馳
騨
不
反
宮
室
、

謀
増
税
、
以
奪
民
財
、
民
病
疹
掻
、
温
禮
、
足
痛
。

答
及
鱗
轟
、
則
魚
不
爲
、
群
龍
深
藏
、
鯨
出
見
。

　
　

無
奪
民
時
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
進
経
術
之
士
。
挺
群
禁
、
出

通

障
塞
。
恩
及
草
木
、
則
樹
ー
。
恩
及
鱗
轟
、
則
魚
大
爲
、
鯨
不
見
、

　
　
　
　
　
好
淫
樂
、
飲
酒
沈
酒
、
從
恣
、
不
顧
政
治
、
事
多
登
役
、
以
奪
民
時
、
作

　
　
　
　
　

答
及
於
木
、
則
茂
刹
稿
、
工
匠
之
輪
多
傷
敗
。
毒
水
群
、
漉
阪
如
漁
、

一 14一

o6

①
　
左
傳
成
公
十
六
年
正
月
雨
木
氷
劉
歌
以
為
上
陽
施
不
下
通
下
陰
施
不
上
達
故
雨
而
木
為
之
氷
雰
氣
寒
〈
師
古
日
雰
音
紛
〉
木
不
曲
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

劉
向
以
為
氷
者
陰
之
盛
而
氷
滞
者
也
木
者
少
陽
貴
臣
卿
大
夫
衆
也
此
人
將
有
害
則
陰
氣
脅
木
々
先
寒
故
得
雨
水
也
是
時
叔
孫
喬
如
出
奔

公
子
橿
詠
死

く師
古
日
叔
孫
喬
如
叔
孫
宣
伯
也
通
於
宣
公
大
夫
穆
姜
謀
欲
作
乱
不
克
而
出
奔
唇
公
子
橿
宣
公
鹿
子
成
公
弟
也
豫
喬
如
之



謀
故
見
諌
事
並
在
十
六
年
冬
也
〉
或
日
今
之
長
老
名
木
泳
為
木
介
々
者
甲
々
兵
象
也
是
歳
巫
日
有
陰
陵
之
獣
戦
楚
王
傷
目
而
敗
〈
師
古
日

晋
楚
戦
干
陰
陵
呂
鋳
射
恭
王
中
目
陰
陵
鄭
地
名
之
也
〉

［1
］
水
欺

o6
②『左

傳
』
成
公
十
六
年
正
月
、
「
雨
、
木
氷
。
」
劉
散
以
爲
、
「
上
陽
施
不
下
通
、
下
陰
施
不
上
達
、
故
雨
、
而
木
爲
之
氷
、
雰
氣
寒
〈
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

古
日
、
「
雰
音
紛
。
」
〉
、
木
不
曲
也
。
」
劉
向
以
爲
、
「
氷
者
陰
之
盛
而
水
滞
者
也
。
木
者
少
陽
、
貴
臣
卿
大
夫
象
也
。
此
人
將
有
害
、
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

陰
氣
脅
木
、
木
先
寒
、
故
得
雨
而
氷
也
。
是
時
、
叔
孫
喬
如
出
奔
、
公
子
偶
詠
死
〈
師
古
日
、
叔
孫
喬
如
、
叔
孫
宣
伯
也
。
通
於
宣
公

ロ

　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

夫
人
穆
姜
、
謀
欲
作
乱
、
不
克
而
出
奔
齊
。
公
子
堰
、
宣
公
庶
子
、
成
公
弟
也
。
豫
喬
如
之
謀
、
故
見
詠
。
事
並
在
十
六
年
冬
也
。
〉
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

或
日
、
「
今
之
長
老
名
木
泳
爲
木
介
。
介
者
、
甲
。
甲
、
兵
象
也
。
是
歳
晋
有
郡
陵
之
國
、
楚
王
傷
目
而
敗
〈
師
古
日
、
晋
楚
戦
干
都
陵
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

呂
錆
射
恭
王
中
目
。
郡
陵
、
鄭
地
名
、
之
也
。
〉
。
」

o6

③

　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

『左
傳
』
成
公
十
六
年
正
月
、
「
雨
ふ
り
、
木
氷
る
。
」
と
。
劉
散
以
爲
へ
ら
く
、
r
上
陽
施
み
て
下
通
せ
ず
、
下
陰
施
み
て
上
達
せ
ず
、

故
に
雨
ふ
り
て
、
木
之
が
氷
を
爲
し
、
雰
氣
寒
く
＜
師
古
曰
く
、
「
雰
は
音
紛
。
」
と
。
〉
、
木
曲
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
。
劉
向
以
爲
へ
ら
く
、

「
氷

は
陰
の
盛
ん
に
し
て
水
の
滞
る
者
な
り
。
木
は
少
陽
に
し
て
、
貴
臣
卿
大
夫
の
象
な
り
。
此
の
人
將
に
害
有
ら
ん
と
す
れ
ば
、
則

ち
陰
氣
木
を
脅
か
し
、
木
先
づ
寒
し
、
故
に
雨
を
得
て
氷
る
な
り
。
是
の
時
、
叔
孫
喬
如
出
奔
し
、
公
子
堰
謙
死
す
〈
師
古
曰
く
、
r
叔

孫
喬
如
は
、
叔
孫
宣
伯
な
り
。
宣
公
の
夫
人
の
穆
姜
に
通
じ
、
謀
り
て
乱
を
作
さ
ん
と
欲
す
る
も
、
克
た
ず
し
て
齊
に
出
奔
す
。
公
子

堰
は
、
宣
公
の
庶
子
、
成
公
の
弟
な
り
。
喬
如
の
謀
に
豫
る
、
故
に
詠
せ
ら
る
。
事
並
び
に
十
六
年
冬
に
在
る
な
り
。
」
と
。
〉
。
」
と
。

或
い
は
曰
く
、
「
今
の
長
老
は
木
の
泳
る
を
名
づ
け
て
木
介
と
爲
す
。
介
は
、
甲
な
り
。
甲
は
、
兵
の
象
な
り
。
是
の
歳
晋
に
郡
陵
の
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戦
有
り
、
楚
王
目
に
傷
し
て
敗
る
〈
師
古
曰
く
、

れ
な
り
。
」
A
J
O
〉
o
」
と
。

o6

④（
一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上

「晋
楚
　
郡
陵

に
戦
ひ
、
呂
鋳
恭
王
を
射
て
目
に
中
つ
。
郡
陵
は
、
鄭
の
地
名
、
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

春
秋
成
公
十
六
年
正
月
、
雨
、
　
泳
。
劉
　
以
爲
上
陽
施
不
下
通
、
下
陰
施
不
上
達
、
古
雨
、
而
　
爲
之
泳
、
雰
氣
寒
、
木
不

曲
直
也
。
劉
向
以
爲
泳
者
陰
之
盛
而
k
滞
者
也
。
木
者
少
陽
、
貴
臣
卿
大
　
之
　
也
。
此
人
將
有
害
、
則
陰
氣
脅
木
、
　
先
寒
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
得
雨
而
泳
也
o
是
時
m
孫
喬
如
出
奔
、
ム
子
堰
1
1
1
1
死
o
一
日
、
時
晋
執
季
孫
行
父
、
又
執
公
、
此
執
辱
之
異
。
．
或
‖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

之
長
老
名
　
泳
爲
　
ー
。
刀
者
、
甲
。
甲
、
兵
象
也
。
是
歳
基
日
有
凪
陵
之
戦
、
楚
王
傷
目
而
敗
。
属
常
雨
也
。

（1
）

（2
）

（2
）

師
古
日
、
雰
音
紛
。

師
古
日
、
　
川
孫
喬
如
、
　
m
孫
宣
白
也
、
通
於
宣
ム
夫
人
穆
姜
、

弟
也
、
豫
喬
如
之
謀
、
古
見
一
言
。
事
並
在
十
六
年
冬
。

謀
ハ
作
齪
、
不
克
而
出
　
齊
。
ム
子
イ
、
宣
ム
庶
子
、
成
公
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07

①
　
周
書
時
訓
日
清
明
之
日
桐
始
華
不
華
其
歳
大
寒
也

o7

②『周
書
』
時
訓
日
、
「
清
明
之
日
、
桐
始
華
、
不
華
其
歳
大
寒
也
。
」

o7
③



　
　
こ『周

書
』
時
訓
に
曰
く
、
「
清
明
の
日
、

o7
④（1

）
『逸
周
書
』
時
訓
解

清
明
之
日
、
桐
始
華
、

虹
不
見
、
婦
人
苞
齪
。

桐
始
め
て
華
く
。
華
か
ざ
れ
ば
、
其
の
歳
大
寒
あ
る
な
り
。
」
と
。

又
五

日
、
田
鼠
化
爲
鷲
鴛
、
又
五
日
、
虹
始
見
。
桐
不
華
、
歳
有
大
寒
、
田
鼠
不
化
鴛
、
國
多
貧
残
、

08

①
　
僖
公
計
三
年
十
二
月
李
梅
實
劉
向
以
為
周
十
二
月
今
十
月
也
李
梅
當
剥
落
今
又
華
實
近
草
妖
也
陰
成
陽
事
象
臣
纈
君
作
盛
一
日
冬
當

殺
反
生
象
驕
臣
當
詠
、
不
行
其
罰
也
故
冬
華
々
者
象
臣
邪
謀
有
端
而
不
成
至
於
實
則
成
　
是
時
僖
公
死
公
子
遂
纈
権
文
公
不
癌
後
有
子

赤
之
一
変
日
君
節
緩
甚
奥
氣
不
戚
則
華
實
復
生
董
仲
箭
以
為
臣
下
紬
也
冬
水
王
木
相
故
象
大
臣

08

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
僖
公
計
1
1
1
u
r
十
1
l
月
、
　
r
李
梅
實
。
」
劉
向
以
爲
、
「
周
十
二
月
、
今
十
月
也
。
李
梅
當
剥
落
、
今
反
華
實
、
近
草
妖
也
。
陰
成
陽
事
、

　
　
　
　
　
ロ

象
臣
韻
君
作
威
。
一
日
、
冬
當
殺
反
生
、
象
驕
臣
當
詠
、
不
行
其
罰
也
o
故
冬
華
華
者
、
象
臣
邪
謀
有
端
而
不
成
。
至
於
實
、
則
成
　
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
ロ
　
ロ

是
時
僖
公
死
、
公
子
遂
韻
権
、
文
公
不
癌
、
後
有
子
赤
之
愛
。
」
一
日
、
「
君
紆
緩
甚
、
奥
氣
不
戚
、
則
華
實
復
生
。
董
仲
箭
以
爲
、
臣

　
ロ

下
彊
也
。
冬
、
水
王
、
木
相
、
故
象
大
臣
。
」

08
③

　
ハ
ニ

　
僖
公
舟
三
年
十
二
月
、
「
李
梅
　
實
る
。
」
と
。
劉
向
以
爲
へ
ら
く
、
r
周
の
十
二
月
は
、
今
の
十
月
な
り
。
李
梅
當
に
剥
落
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
っ
ぱ

も
、
今
反
っ
て
華
き
實
る
は
、
草
妖
に
近
き
な
り
。
陰
　
陽
の
事
を
成
す
は
、
臣
の
君
を
韻
ら
に
し
て
威
を
作
す
に
象
る
。
一
に
曰
く
、
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冬

當

に
殺
す
べ
き
も
反
り
て
生
ず
る
は
、
驕
臣
當
に
謙
す
べ
き
も
、
其
の
罰
を
行
は
ざ
る
に
象
る
な
り
。
故
に
冬
に
華
華
た
る
は
、

臣
の
邪
謀
に
端
有
る
も
成
ら
ざ
る
に
象
る
。
實
る
に
至
れ
ば
、
則
ち
成
る
。
是
の
時
僖
公
死
し
、
公
子
遂
権
を
纈
ら
に
す
る
も
、
文

公
膳
ら
ず
、
後
に
子
赤
の
饗
有
り
。
」
と
。
一
に
曰
く
、
「
君
　
箭
緩
甚
し
く
、
奥
氣
減
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
華
實
復
た
生
ず
。
董
仲
箭
以

爲
へ
ら
く
、
臣
下
彊
き
な
り
。
冬
、
水
は
王
、
木
は
相
、
故
に
大
臣
に
象
る
。
」
と
。

08
④（

一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下
五
行
志
第
七
中
之
下

僖
公
三
十
三
年
十
二
月
、
李
梅
實
。

後
實
、
不
書
華
、
畢
重
者
也
。
園
國
陽
事
、

劉
向
以
爲
周
十
二
月
、
一
フ
十
月
也
、
子
梅
當
剥
落
、
　
反
華
實
、
近
草
女
也
o
先
華
而

象
臣
額
君
作
、

主
べ
華
者
、
象
臣
邪
言
有
端
而
不
成
、
至
於
實
、
則
成
ム
矢
。
是
時
僖
ム
死
、
公
子
隊
順
権
、
文
ム
不
梧
、
径
有
子
赤
之
愛
。

一
日
、
君
箭
緩
甚
、
　
氣
不
戚
、
則
華
實
復
生
。
董
仲
箭
以
爲
李
梅
實
、
圃
］
N
圏
也
。
記
日
、
不
當
華
而
華
、
易
大
夫
、
不

當
實
而
實
、
易
相
室
。
　
べ
、
水
王
、
　
相
、
古
象
大
臣
。
劉
散
以
爲
庶
徴
皆
以
巌
爲
肇
、
思
心
盲
脚
晶
寧
也
。
李
梅
實
、
属
草
妖
。
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o9

①
　
京
房
易
傳
日
一
歳
再
秀
華
葉
易
相
再
果
者
来
帰
義
者
也
八
月
華
且
流
亡
冬
有
喪
也

o9

②『京
房
易
傳
』
日
、
＝
歳
再
秀
華
葉
易
相
再
果
者
、
来
帰
義
者
也
。
八
月
、
華
且
流
亡
、
冬
有
喪
也
。
」

09

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な

『京
房
易
傳
』
に
曰
く
、
コ
歳
に
再
び
秀
華
き
葉
易
は
り
相
ひ
再
び
果
る
者
は
、
来
た
り
て
義
に
帰
す
る
者
な
り
。
入
月
、
華
け
ば



且
に
流
亡
せ
ん
と
し
、
冬
に
喪
有
る
な
り
。
」
と
。

o9

④『本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
侠
資
料
集
成
』
に
は
未
収
。

10

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
昭
帝
時
上
林
苑
中
大
柳
樹
断
臥
地
一
朝
起
立
生
友
葉
有
虫
蝕
其
葉
成
文
字
日
公
孫
病
已
立
又
昌
邑
王
國
社
有
枯
樹
復
生
枝
葉
畦
孟
以

為
木
陰
類
下
民
象
當
有
故
廃
之
家
公
孫
氏
從
民
間
受
命
為
天
子
者
時
昭
帝
富
於
春
秋
震
光
乗
政
孟
妖
言
詠
之
後
昭
帝
崩
無
子
微
昌
邑
王

賀
嗣
位
任
乱
失
道
光
廃
之
更
立
昭
帝
兄
衛
太
子
之
孫
是
為
宣
帝
々
本
名
病
已
京
房
易
傳
日
枯
楊
生
梯
〈
師
古
日
大
過
九
二
交
辞
也
梯
楊

之
始
生
者
之
也
〉

［1
］
枝
欺

10

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
昭
帝
時
、
上
林
苑
中
大
柳
樹
断
臥
地
、
一
朝
起
立
、
生
枝
葉
。
有
巌
蝕
其
葉
、
成
文
字
日
、
「
公
孫
病
已
立
。
」
又
昌
邑
王
國
社
有
枯

樹
復
生
枝
葉
。
陛
孟
以
爲
、
「
木
陰
類
、
下
民
象
。
當
有
故
廃
之
家
公
孫
氏
從
民
間
受
命
爲
天
子
者
。
」
時
昭
帝
富
於
春
秋
、
震
光
乗
政
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

孟
妖
言
、
詠
之
o
後
昭
帝
崩
、
無
子
。
徴
昌
邑
王
賀
嗣
位
、
狂
乱
失
道
、
光
廃
之
o
更
立
昭
帝
兄
衛
太
子
之
孫
、
是
爲
宣
帝
。
帝
本
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

病
巳
。
『
京
房
易
傳
』
日
、
　
r
枯
楊
生
梯
〈
師
古
日
、
大
過
九
二
交
辞
也
。
梯
楊
之
始
生
者
、
之
也
。
〉
。
」

10

③

　
　
こ

　
昭
帝
の
時
、
上
林
苑
中
の
大
柳
樹
断
た
れ
て
地
に
恥
す
も
、
一
朝
起
立
し
、
枝
葉
を
生
ず
。
巌
有
り
其
の
葉
を
蝕
し
、
文
字
を
成
し

て

曰
く
、
「
公
孫
の
病
巳
立
つ
」
と
。
又
た
昌
邑
王
の
國
社
に
枯
樹
有
り
て
復
た
枝
葉
を
生
ず
。
畦
孟
以
爲
へ
ら
く
、
r
木
は
陰
類
、
下
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民
の
象
な
り
、
當
に
故
廃
の
家
の
公
孫
氏
民
間
從
り
命
を
受
け
て
天
子
と
爲
る
者
有
る
べ
し
。
」
と
。
時
に
昭
帝
春
秋
に
富
み
、
震
光

政
を
乗
り
、
孟
の
妖
言
も
て
、
之
を
諌
す
。
後
に
昭
帝
崩
ず
る
も
、
子
無
し
。
昌
邑
王
賀
を
徴
し
て
位
を
嗣
が
し
む
る
も
、
狂
乱
し
て

道
を
失
し
、
光
之
を
廃
す
。
更
に
昭
帝
の
兄
の
衛
太
子
の
孫
を
立
つ
、
是
れ
宣
帝
爲
り
。
帝
の
本
の
名
は
病
已
。
『
京
房
易
傳
』
に
曰
く
、

r枯
楊
梯
を
生
ず
。
」
と
〈
師
古
曰
く
、
「
大
過
九
二
の
交
辞
な
り
。
梯
楊
の
始
め
て
生
ず
る
者
、
之
れ
な
り
。
」
と
。
〉
。

10

④（
一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下
五
行
志
中
之
下

恵
帝
五
年
十
月
、
桃
李
華
、
棄
實
。
昭
帝
時
、
上
林
苑
中
大
柳
樹
断
朴
地
、
一
朝
起
立
、
生
枝
葉
、
有
巌
　
其
葉
、
成
文
字
、

日
「
ム
孫
病
已
立
」
。
　
昌
邑
　
國
社
有
枯
樹
復
生
禿
葉
。
硅
子
以
爲
　
陰
類
、
下
民
象
、
當
有
古
叢
之
家
公
孫
氏
從
民
間
受

（1
）

叩

爲
天
子
者
。
昭
帝
富
於
春
秋
、
震
w
乗
　
、
以
子
　
言
、
言
之
。
ぴ
昭
巾
崩
、
無
子
、
徴
昌
邑
王
賀
嗣
位
、
正
齪
失
道
、

師
古
日
、
大
過
九
二
交
辞
也
o
　
、
楊
秀
之
始
生
者
、
音
徒
笑
反
。
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11

①
　
元
帝
初
元
四
年
王
伯
墓
門
梓
柱
卒
生
枝
葉
上
出
屈
〈
孟
庚
日
王
伯
芥
之
祖
也
〉
劉
向
以
為
王
氏
貴
盛
将
代
漢
家
之
象
也
後
王
葬
纂
位

自
説
之
日
初
元
四
年
萎
生
之
歳
也
哀
帝
建
平
三
年
十
月
汝
南
西
平
遂
陽
廊
柱
朴
地
生
枝
如
人
形
〈
師
古
日
朴
傾
也
音
赴
〉
身
青
黄
色
面

白
頭
有
頒
髪
梢
長
大
几
六
寸
一
分
京
房
易
傳
日
王
徳
蓑
下
人
将
起
則
有
木
生
為
人
状

11

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
元
帝
初
元
四
年
、
王
伯
墓
門
梓
柱
卒
生
枝
葉
、
上
出
屋
〈
孟
康
日
、
「
王
伯
、
募
之
祖
也
。
」
〉
。
劉
向
以
爲
、
「
王
氏
貴
盛
將
代
漢
家



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

之
象
也
。
」
後
王
葬
纂
位
、
自
説
之
日
、
「
初
元
四
年
、
葬
生
之
歳
也
。
」
哀
帝
建
平
三
年
十
月
、
汝
南
西
平
遂
陽
郷
柱
朴
地
、
生
枝
如

人
形

〈師
古
日
、
「
朴
、
傾
也
、
音
赴
。
」
〉
。
身
青
黄
色
、
面
白
、
頭
有
頒
髪
、
梢
長
大
、
凡
六
寸
一
分
。
『
京
房
易
傳
』
日
、
　
r
王
徳

ロ衰
、
下
人
將
起
、
則
有
木
生
爲
人
状
。
」

11

③
　
元
帝
の
初
元
四
年
、
王
伯
の
墓
門
の
梓
柱
卒
に
枝
葉
を
生
じ
、
上
る
こ
と
屋
に
出
づ
〈
孟
康
曰
く
、
「
王
伯
は
、
萎
の
祖
な
り
。
」
と
。
〉
。

劉
向
以
爲
へ
ら
く
、
「
王
氏
貴
盛
に
し
て
將
に
漢
家
に
代
は
ら
ん
と
す
る
の
象
な
り
。
」
と
。
後
に
王
葬
纂
位
し
、
自
ら
之
を
説
き
て
曰

く
、
「
初
元
四
年
は
、
葬
の
生
ま
る
る
の
歳
な
り
。
」
と
。
哀
帝
の
建
平
三
年
十
月
、
汝
南
西
平
の
遂
陽
郷
の
柱
地
に
朴
れ
、
枝
を
生
ず

る
こ
と
人
の
形
の
如
し
〈
師
古
曰
く
t
．
r
朴
は
、
傾
な
り
、
音
は
赴
。
」
と
o
〉
o
身
は
青
黄
色
、
面
は
白
く
、
頭
に
頒
髪
有
り
、
梢
長
大

し
て
、
凡
そ
六
寸
一
分
。
『
京
房
易
傳
』
に
曰
く
、
「
王
徳
衰
へ
、
下
人
將
に
起
ら
ん
と
す
れ
ば
、
則
ち
木
生
じ
て
人
の
状
と
爲
る
有
り
。
」

と
。H

④（
一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下
五
行
志
中
之
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
　
元
帝
初
元
四
年
、
皇
后
曾
祖
父
濟
南
東
平
陵
王
伯
墓
門
梓
柱
卒
生
枝
葉
、
上
出
屋
。
劉
向
以
爲
王
氏
貴
盛
將
代
漢
家
之
象
也
。

　
　
　
穆
王
萎
纂
位
、
自
説
之
日
、
「
初
元
四
年
、
葬
生
之
歳
也
、
當
漢
九
世
火
徳
之
厄
、
而
有
此
祥
興
於
高
祖
考
之
門
。
門
爲
開
通
、

　
　
　
梓
猶
子
也
、
言
王
氏
當
有
賢
子
開
通
祖
統
、
起
於
柱
石
大
臣
之
位
、
受
命
而
王
之
符
也
。
」

（
1
）
孟
康
日
、
王
伯
、
葬
之
祖
也
。
師
古
日
、
葬
高
祖
父
也
。
故
下
云
高
祖
考
。
卒
讃
日
弊
。
捧
、
暴
也
。

（
二
）
『
漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下
五
行
志
中
之
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
哀
帝
建
平
三

年
十
月
、
、
、
南
西
平
隊
陽
郷
柱
イ
地
、
生
　
如
人
形
。
ー
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分
。
京
房
易
傳
日
、
王
徳
衰
、
下
人
將
起
、
則
有
　
生
爲
人
状
。

（
1
）
師
古
日
、
［
：
、
頓
也
、
音
赴
。

12

①
　
哀
帝
建
平
三
年
雨
命
陵
有
樹
橿
地
〈
師
古
日
橿
假
也
音
強
也
〉
園
丈
六
尺
長
十
四
丈
七
尺
民
断
其
本
長
九
尺
除
皆
枯
三
月
樹
卒
自
立

故
庭
京
房
易
傳
日
棄
正
作
淫
蕨
妖
木
断
自
属
〈
本
疏
書
云
之
連
績
也
〉
妃
后
有
韻
木
朴
反
立
断
枯
復
生
〈
師
古
日
額
謂
専
寵
也
〉
天
辟

悪
之

〈如
淳
日
天
辟
謂
天
子
者
也
＞

12

②
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
哀
帝
建
平
三
年
、
零
陵
有
樹
橿
地
〈
師
古
日
、
「
橿
偶
也
、
音
強
也
。
」
〉
。
園
丈
六
尺
、
長
十
四
丈
七
尺
。
民
断
其
本
、
長
九
尺
飴
、

皆
枯
。
三
月
、
樹
卒
自
立
故
庭
。
『
京
房
易
傳
』
日
、
「
棄
正
作
淫
、
蕨
妖
木
断
自
属
〈
『
本
疏
書
』
云
、
「
之
連
績
s
s
O
」
〉
O
妃
后
有
韻
、

木
朴
反
立
、
断
枯
復
生
〈
師
古
日
、
「
纈
謂
専
寵
也
。
」
〉
、
天
辟
悪
之
〈
如
淳
日
、
「
天
辟
、
謂
天
子
者
也
。
」
。
〉
。
」

12

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
わ

　
哀
帝
の
建
平
三
年
、
零
陵
に
樹
の
地
に
橿
る
有
り
〈
師
古
曰
く
、
「
橿
は
堰
な
り
、
音
は
強
な
り
。
」
A
J
　
O
〉
o
園
り
は
丈
六
尺
、
長
さ

は
十
四
丈
七
尺
。
民
其
の
本
を
断
ち
、
長
さ
九
尺
除
り
、
皆
枯
る
。
三
月
、
樹
　
卒
に
自
ら
故
庭
に
立
つ
。
『
京
房
易
傳
』
に
曰
く
、
r
正

を
棄
て
淫
を
作
せ
ば
、
蕨
の
妖
木
断
た
る
る
も
自
ら
属
す
〈
『
本
硫
書
』
に
云
ふ
、
「
之
れ
連
績
す
る
な
り
。
」
A
J
　
O
〉
o
妃
后
に
順
有
れ
ば
、

木

朴

る
る
も
反
っ
て
立
ち
、
断
た
れ
枯
る
る
も
復
た
生
じ
〈
師
古
曰
く
、
「
韻
は
専
寵
を
謂
ふ
な
り
。
」
と
。
〉
、
天
辟
之
を
悪
む
〈
如

淳
曰
く
、
r
天
辟
は
、
天
子
を
謂
ふ
者
な
り
。
」
A
J
O
〉
o
」
と
。

12

④
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（
一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
中
之
下

五
行
志
中
之
下

　
（
1
）

哀
帝
建
平
三
年
、
一
｝
陵
有
樹
橿
地
、

園
丈
六
尺
、

　
　
（
2
）

長
十
丈
七
尺
。
民
断
其
本
、

＿長
9九
　尺
　笥

＿皆
↓枯
　　o

京
房
易
傳
日
、
棄
正
作
淫
、
蕨
　
　
断
自
属
。
妃
后
有
韻
、
　
朴
反
立
、
断
枯
復
生
。
天
辟
悪
之
。

三
月
、
樹
卒
自
立
古
庭
。

（1
）

（2
）

（3
）

（4
）

師
古
日
、
橿
、
イ
也
、
音
彊
。

師
古
日
、
属
、
連
績
也
。
音
之
欲
反
。

師
古
日
、
韻
謂
專
寵
。

如
淳
日
、
天
辟
、
謂
天
子
也
。
師
古
日
、
辟
音
壁
。

13

①
　
晋
書
日
武
帝
大
康
五
年
五
月
宣
帝
廟
地
陥
梁
折
八
年
正
月
太
廟
殿
又
陥
改
作
廣
築
基
及
泉
其
年
九
月
遂
更
営
新
廟
遠
致
名
材
新
以
銅

柱
至
十
年
四
月
乃
成
十
一
月
庚
寅
梁
又
折
天
戒
若
日
地
陥
者
分
離
之
象
梁
折
者
木
曲
直
也
明
年
帝
崩
而
王
室
遂
乱
也
恵
帝
太
安
二
年
軍

始
引
而
牙
竿
折
俄
而
戦
敗
此
軒
謀
之
爵
木
不
曲
直
也

13

②『晋
書
』
日
、
「
武
帝
太
康
五
年
五
月
、
宣
帝
廟
地
階
、
梁
折
。
八
年
正
月
、
太
廟
殿
又
陥
、
改
作
廟
、
築
基
及
泉
。
其
年
九
月
、
遂

更
管
新
廟
、
遠
致
名
材
、
新
以
銅
柱
。
至
十
年
四
月
乃
成
。
十
1
月
庚
寅
、
梁
又
折
。
天
戒
若
日
、
「
地
陥
者
分
離
之
象
、
梁
折
者
木

ロ不
曲
直
也
。
」
明
年
、
帝
崩
而
王
室
遂
乱
也
o
恵
帝
太
安
二
年
、
軍
始
引
而
牙
竿
折
、
俄
而
戦
敗
。
此
軒
謀
之
詩
、
木
不
曲
直
也
。
」

13

③

　
　
こ『晋

書
』
に
曰
く
、
r
武
帝
の
太
康
五
年
五
月
、
宣
帝
廟
地
陥
ち
、
梁
折
る
。
八
年
正
月
、
太
廟
殿
又
た
陥
ち
、
改
め
て
廟
を
作
り
、
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基
を
築
く
も
泉
に
及
ぶ
。
其
の
年
九
月
、
遂
に
更
に
新
廟
を
螢
み
、
遠
く
名
材
を
致
し
、
新
た
に
銅
柱
を
以
て
す
。
十
年
四
月
に
至
り

て

乃
ち
成
る
。
十
1
月
庚
寅
、
梁
又
た
折
る
。
天
戒
め
て
若
か
日
ふ
、
「
地
陥
つ
る
は
分
離
の
象
、
梁
折
る
る
は
木
の
曲
直
せ
ざ
る
な
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
き

と
。
明
年
、
帝
崩
じ
て
王
室
遂
に
齪
る
る
な
り
。
恵
帝
の
太
安
二
年
、
軍
始
め
て
引
ふ
る
も
牙
竿
折
れ
、
俄
に
し
て
戦
に
敗
る
。
此
れ

寿
謀
の
罰
、
木
曲
直
せ
ざ
る
な
り
。
」
と
。

13
④（1

）　
T
R
I
m
書
』
巻
二
十
七
五
行
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
年
正
月
、
　
・
廟
殿
　
陥
、
　
作
　
　
築
基
及
泉
。
其
年
九
月
、
遂
更
螢
来
廟
、

武
帝
太
康
五
年
五
月
、
宣
帝
廟
地
陥
、
梁
折
。

遠

至
名
材
、
雑
以
銅
柱
、
陳
認
爲
匠
、
作
者
六
萬
人
o

之
象
、
梁
折
者
　
、
曲
直
也
。

及
軍
始
引
而
牙
竿
折
、
俄
而
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
十
年
四
月
乃
成
、
十
1
月
庚
寅
梁
又
折
。
天
戒
若
日
、
地
陥
者
分
離

明
年
帝
崩
、
而
王
室
遂
乱
。
恵
帝
太
安
二
年
、
成
都
王
穎
使
陸
機
率
衆
向
京
都
、
撃
長
沙
王
又
、

貝
、
機
被
詠
、
穎
遂
奔
潰
、
卒
賜
死
。
此
姦
t
l
l
l
之
罰
、
　
不
曲
直
也
。

14

①
　
瑞
雁
圖
日
王
者
徳
化
沿
入
方
合
為
一
家
則
木
連
理
〈
異
根
而
枝
合
也
〉
一
本
日
不
失
小
民
心
則
生
〈
孝
経
援
神
契
日
徳
至
於
草
則
木

連
理
也
〉
京
房
易
傳
日
木
同
本
異
枝
其
君
有
廃
隣
邑
来
附
者
吉
木
生
於
君
屋
上
及
朝
廷
其
君
有
聖
子
木
生
而
有
實
其
國
有
慶
木
生
於
城

一
夜
園
以
上
長
敷
尺
此
謂
城
強
其
君
大
昌
木
生
而
有
實
其
邑
有
慶

14

②『瑞
鷹
圖
』
日
、
　
r
王
者
徳
化
治
八
方
、
合
爲
一
家
、
則
木
連
理
〈
異
根
而
枝
合
也
。
〉
。
」
一
本
日
、
「
不
失
小
民
心
則
生
〈
孝
経
援
神

契
日
、
徳
至
於
草
、
則
木
連
理
也
。
〉
。
」
『
京
房
易
傳
』
日
、
「
木
同
本
異
枝
、
其
君
有
廃
隣
邑
来
附
者
。
吉
木
生
於
君
屋
上
及
朝
廷
、
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其
君
有
聖
子
。
木
生
而
有
實
、
其
國
有
慶
。
木
生
於
城
一
夜
園
、
以
上
長
敷
尺
、
此
謂
城
強
、
其
君
大
昌
。
木
生
而
有
實
、
其
邑
有
慶
。
」

14

③

　
　
こ『瑞

雁
圖
』
に
曰
く
、
「
王
者
の
徳
化
は
入
方
に
治
く
、
合
し
て
一
家
を
爲
せ
ば
、
則
ち
木
に
連
理
あ
り
〈
根
を
異
に
し
て
枝
合
す
る

な
り
。
〉
。
」
A
J
O
　
1
本
に
曰
く
、
r
小
民
の
心
を
失
せ
ざ
れ
ば
則
ち
生
ず
〈
『
孝
経
援
神
契
』
に
曰
く
、
「
徳
草
に
至
れ
ば
、
則
ち
木
に

連
理
あ
る
な
り
。
」
と
。
〉
。
」
と
。
『
京
房
易
傳
』
に
曰
く
、
「
木
本
を
同
じ
く
枝
を
異
に
す
れ
ば
、
其
の
君
隣
邑
を
廃
す
る
も
来
附
す
る

者
有
り
。
吉
木
君
の
屋
上
及
び
朝
廷
に
生
ず
れ
ば
、
其
の
君
に
聖
子
有
り
。
木
生
じ
て
實
有
れ
ば
、
其
の
國
に
慶
有
り
。
木
城
に
生

じ
一
夜
に
し
て
園
み
、
以
て
上
は
長
さ
藪
尺
、
此
を
城
強
と
謂
ひ
、
其
の
君
大
い
に
昌
ん
な
り
。
木
生
じ
て
實
有
れ
ば
、
其
の
邑
に
慶

有
り
。
」
と
。

14

④（1
）
『藝
文
類
聚
』
巻
九
十
八
祥
瑞
部
上
木
連
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

瑞
雁
圖
日
、
　
連
王
、

ー
剖
理
。

王
者
徳
化
治
ノ
方
、
合
爲
一
家
、
貝
連

禮
斗
威
儀
日
、
君
乗
木
而
王
、
其
政
升
平
、

　
一
　
日
、
不
失
小
民
心
則
生
。
孝
経
援
神
契
日
、

時
則
松
柏
爲
常
生
。
　
　

徳
至

　
　
　
有
慶
。
鄭
邑
來
附
者
。
吉
　
生
於
君
屋
、
上
及
朝
廷
、
其
君
聖
子
。
　
王
而
有
實
、
其
國
有
慶
。
　
生
於
城
脅
、
一
園
以
上
、

　
　
　
長
敷
　
、
此
謂
城
強
、
其
君
大
昌
。

『孝
経
援
神
契
』
・
『
京
房
易
傳
』
は
『
本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
侠
資
料
集
成
』
に
逸
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
『
瑞
鷹
圖
』
は

未
収
。
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15

①
　
京
房
易
傳
日
桑
夏
落
五
穀
不
熟
竹
柏
夏
枯
王
侯
失
其
宅
邦
有
喪
同
根
異
枝
一
枝
有
葉
一
枝
無
葉
其
歳
不
熟
又
同
根
異
枝
々
入
地
其
君

亡
木
有
寄
生
非
其
類
有
民
来
井
也
木
枝
蓋
下
向
邑
有
大
事
木
一
夜
聚
生
十
枝
長
十
除
尺
邑
且
空
元
枝
葉
亦
然
也
木
生
於
市
一
夜
生
長
敷

尺
民
且
不
居
木
自
出
地
邑
有
喪
木
出
水
流
面
有
大
兵
木
出
血
流
其
居
有
大
兵
木
出
汁
流
七
尺
以
上
歳
水
大
敗
邑
有
喪
木
生
而
長
大
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

自
死
不
吉
木
生
於
火
神
之
中
長
大
有
強
人
家
樹
元
故
自
死
口
舌
宅
木
自
折
憂
有
死
也

［1
］

r死
口
」
の
間
に
点
を
打
ち
、
そ
の
右
傍
に
「
憂
」
と
書
き
入
れ
あ
り
。

15

②『京
房
易
傳
』
日
、
　
r
桑
夏
落
、
五
穀
不
熟
、
竹
柏
夏
枯
、
王
侯
失
其
宅
、
邦
有
喪
。
同
根
異
枝
、
一
枝
有
葉
、
一
枝
無
葉
、
其
歳
不
熟
。

又
同
根
異
枝
、
枝
入
地
、
其
君
亡
。
木
有
寄
生
非
其
類
、
有
民
來
井
也
o
木
枝
蓋
下
向
、
邑
有
大
事
、
木
l
夜
聚
生
十
枝
、
長
十
除
尺
、

邑
且
空
、
元
枝
葉
亦
然
也
。
木
生
於
市
一
夜
生
、
長
数
尺
、
民
且
不
居
。
木
自
出
地
、
邑
有
喪
。
木
出
水
流
面
、
有
大
兵
。
木
出
血
流

其
居
、
有
大
兵
。
木
出
汁
流
七
尺
以
上
、
歳
水
大
敗
、
邑
有
喪
。
木
生
而
長
大
一
日
、
自
死
、
不
吉
。
木
生
於
火
神
之
中
、
長
大
有
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

人
o
家
樹
元
故
自
死
、
憂
ロ
舌
。
宅
木
自
折
、
憂
有
死
也
。
」

15

③『京
房
易
傳
』
に
曰
く
、
r
桑
夏
に
落
つ
れ
ば
、
五
穀
熟
せ
ず
、
竹
柏
夏
に
枯
る
れ
ば
、
王
侯
其
の
宅
を
失
ひ
、
邦
に
喪
有
り
。
根
を

同
じ
く
枝
を
異
に
し
、
一
枝
に
葉
有
り
、
一
枝
に
葉
無
く
ん
ば
、
其
の
歳
熟
せ
ず
。
又
た
根
を
同
じ
く
枝
を
異
に
し
、
枝
地
に
入
れ
ば
、

其
の
君
亡
す
。
木
に
其
の
類
に
非
ざ
る
に
寄
生
す
る
こ
と
有
れ
ば
、
民
の
來
り
て
井
す
る
こ
と
有
る
な
り
。
木
の
枝
蓋
下
向
す
れ
ば
、

邑
に
大
事
有
り
。
木
l
夜
に
し
て
十
枝
を
聚
生
し
、
長
さ
十
除
尺
な
れ
ば
、
邑
は
且
に
空
し
く
な
ら
ん
と
す
、
枝
葉
元
き
も
亦
た
然
る

な
り
。
木
市
に
生
じ
て
一
夜
に
し
て
生
じ
、
長
さ
敷
尺
な
れ
ば
、
民
且
に
居
せ
ざ
ら
ん
と
す
。
木
自
ら
地
よ
り
出
つ
れ
ば
、
邑
に
喪
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有
り
。
木
水
を
出
だ
し
て
面
に
流
る
れ
ば
、
大
兵
有
り
。
木
血
を
出
だ
し
て
其
の
居
に
流
る
れ
ば
、
大
兵
有
り
。
木
汁
を
出
だ
し
て
流

る
る
こ
と
七
尺
以
上
あ
れ
ば
、
歳
に
水
あ
り
て
大
い
に
敗
れ
、
邑
に
喪
有
り
。
木
生
じ
て
長
大
す
る
こ
と
一
日
に
し
て
、
自
ら
死
せ
ば
、

吉
な
ら
ず
。
木
　
火
神
の
中
よ
り
生
じ
、
長
大
す
れ
ば
強
人
有
り
。
家
樹
故
元
く
し
て
自
ら
死
せ
ば
、
口
舌
を
憂
ふ
。
宅
木
自
ら
折
れ

ば
、
死
有
る
を
憂
ふ
る
な
り
。
」
と
。

15

④『本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
侠
資
料
集
成
』
に
逸
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

16

①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
こ

　
宅
経
日
宅
内
有
樹
最
高
者
不
得
詠
之
宅
内
有
三
詠
大
樹
自
枯
者
殺
家
長
宜
即
除
之
宅
内
樹
栄
茂
者
吉
宅
内
朝
生
暮
落
花
樹
出
卒
死
軍

中
樹
木
竹
自
死
者
其
君
死
陽
國
亡
家
樹
自
死
天
下
易
主
也

［
＝

株
欺

16

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

『宅
経
』
日
、
　
r
宅
内
有
樹
最
高
者
、
不
得
詠
之
o
宅
内
有
三
株
、
大
樹
自
枯
者
、
殺
家
長
、
宜
即
除
之
。
宅
内
樹
榮
茂
者
、
吉
。
宅

内
朝
生
暮
落
花
樹
出
、
卒
死
。
軍
中
樹
木
竹
自
死
者
、
其
君
死
、
陽
國
亡
。
家
樹
自
死
、
天
下
易
主
也
。
」

16
③『宅

経
』
に
曰
く
、
F
宅
内
に
樹
の
最
も
高
き
者
有
れ
ば
、
之
を
詠
す
る
を
得
ず
。
宅
内
に
三
株
有
り
て
、
大
樹
自
ら
枯
る
る
者
は
、

家
長
を
殺
す
、
宜
し
く
即
ち
之
を
除
く
べ
し
。
宅
内
に
樹
の
榮
茂
す
る
者
は
、
吉
。
宅
内
の
朝
に
生
じ
暮
に
花
を
落
つ
樹
出
つ
れ
ば
、

に
わ卒

か
に
死
す
。
軍
中
に
樹
木
竹
の
自
ら
死
す
る
者
は
、
其
の
君
死
し
、
陽
國
亡
ぶ
。
家
樹
自
ら
死
せ
ば
、
天
下
主
を
易
ふ
る
な
り
。
」
と
。
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16

④『本
邦
残
存
典
籍

に
よ
る
輯
供
資
料
集
成
』
に
逸
文
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

o
火【概

要
】
本
項
目
で
は
、
五
行
の
一
つ
で
あ
る
「
火
」
に
つ
い
て
、
前
項
「
木
」
と
同
様
に
『
漢
書
』
五
行
志
を
始
め
と
す
る
正
史
「
五

行
志
」
を
引
用
し
、
併
せ
て
正
史
以
外
の
関
連
資
料
を
引
用
し
て
解
説
し
て
い
る
。

01

①
　
火

〈呼
妥
反
上
＞

01

②
　
火

〈呼
妥
反
、
上
。
＞

01

③
　
火

〈呼
妥
の
反
、
上
。
＞

01
④『広

韻
』
上
声

　
呼
果
切
。
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o2
①

　
鐸
名
日
火
化
物
也
亦
言
殻
也
物
入
即
皆
殿
壊
也

o2

②『繹
名
』
日
、
　
r
火
、
化
物
也
。
亦
言
徴
也
。
物
入
即
皆
殿
壊
也
。
」

o2
③

　
ハ
こ『鐸

名
』
に
曰
く
、
r
火
は
、
物
を
化
す
る
な
り
。
亦
た
殿
と
言
ふ
な
り
。

o2
④（

一
）
『鐸
名
』
鐸
天

　
　
　
火
、
化
也
。
消
個
物
也
。
亦
言
殿
也
o
物
入
中
皆
毅
壊
也
。

　
　
　
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
十
火
部
火

鐸
名
日
、
火
、
化
物
也
。
亦
言
徴
也
。
物
入
即
皆
段
壊
也
。

物
入
れ
ば
即
ち
皆
殿
壊
す
る
な
り
。
」
と
。

03
①

　
左
傳
日
郊
子
日
炎
帝
以
火
紀
故
為
火
師
也
又
古
之
火
正
或
食
於
心
或
食
於
味
以
出
内
火
是
故
味
為
鶉
火
心
為
炎
〈
謂
火
正
之
官
配
食

於
火
星
也
建
辰
之
月
鶉
火
星
昏
在
南
方
合
民
放
火
建
戌
之
月
大
火
伏
在
日
下
夜
不
得
見
則
令
民
内
火
禁
放
火
者
之
也
＞

03

②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

『左
傳
」
日
、
「
郊
子
日
、
『
炎
帝
以
火
紀
故
爲
火
師
也
。
』
。
」
又
「
古
之
火
正
、
或
食
於
心
、
或
食
於
味
、
以
出
内
火
。
是
故
味
爲
鶉
火
、

　
　
ロ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

心
爲
大
火

く謂
火
正
之
官
、
配
食
於
火
星
也
。
建
辰
之
月
、
鶉
火
星
、
昏
在
南
方
、
令
民
放
火
、
建
戌
之
月
、
大
火
伏
在
日
下
、
夜
不
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得
見
、
則
令
民
内
火
禁
放
火
者
、
之
也
。
〉
。
」

03

③

　
ご
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

『左
傳
』
に
曰
く
、
「
郊
子
曰
く
、
『
炎
帝
は
火
紀
を
以
て
の
故
に
火
師
と
爲
る
な
り
。
』
と
。
」
と
。
又
た
「
古
の
火
正
、
或
い
は
心
に

食
し
、
或
い
は
味
に
食
し
、
以
て
内
火
を
出
す
。
是
の
故
に
味
を
鶉
火
と
爲
し
、
心
を
大
火
と
爲
す
〈
謂
ふ
こ
こ
ろ
は
火
正
の
官
、
火

星

に
配
食
す
る
な
り
。
建
辰
の
月
、
鶉
火
星
、
昏
に
南
方
に
在
れ
ば
、
民
を
し
て
火
を
放
た
し
め
、
建
戌
の
月
、
大
火
伏
し
て
日
下
に

在
り
て
、
夜
見
る
を
得
ず
ん
ば
、
則
ち
民
を
し
て
火
を
内
に
し
火
を
放
つ
を
禁
ぜ
し
む
る
者
な
り
、
之
な
り
。
〉
。
」
と
。

03
④（

一
）
『春
秋
左
氏
傳
』
昭
公
傳
十
七
年

　
　
　
郊
子

日
、
吾
祖
也
、
我
知
之
。
昔
者
黄
帝
氏
以
雲
紀
故
爲
雲
師
而
雲
名
。
番
帝
氏
以
W
紀
古
爲
W
師
而
W
名
。

（
二
）
『
春
秋
左
氏
傳
』
裏
公
傳
九
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
　封
E
f
i
、
　
l
f
i
N
X
　
l
’
7
＝
i
l
S
？
5
i
l
E
｛
i
；
I
F
7
－
E
l
｛
S
a
j
E
l
5
｛
｛
I
I

（
1
）
杜
預
注
「
謂
火
正
之
官
、
配
　
於
火
星
。
建
辰
之
月
、
鶉
火
星
昏
在
南
方
則
下
民
放
火
、
建
戌
之
月
、
　
W
星
伏
在
日
下
、

　
　
　
夜
不
得
見
、
則
下
民
内
火
禁
放
火
。
」
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o4

①
　
礼
含
文
嘉
日
燧
人
始
讃
A
〈
取
火
　
〈
q
子
日
燧
人
上
観
辰
星
下
察
五
木
以
為
火
也
周
書
月
令
日
春
取
楡
柳
之
火
夏
取
棄
杏
之
火
季
夏
取

桑
柘
之
火
冬
取
塊
檀
之
火
一
年
之
中
讃
火
各
異
木
之
者
也
＞

o4

②



『禮
含
文
嘉
』
日
、
「
燧
人
始
鎖
木
取
火
〈
『
　
子
』
日
、
「
燧
人
上
観
辰
星
、
下
察
五
木
、
以
爲
火
也
。
」
。
『
周
書
』
月
令
日
、
「
春
取

楡
柳
之
火
、
夏
取
甕
杏
之
火
、
季
夏
取
桑
柘
之
火
、
冬
取
椀
檀
之
火
、
一
年
之
中
、
鎖
火
各
異
木
之
者
也
。
」
〉
。
」

o4
③『禮

含
文
嘉
』
に
曰
く
、
r
燧
人
は
始
め
て
木
を
錯
り
て
火
を
取
る
〈
『
　
子
』
に
曰
く
、
r
燧
人
　
上
は
辰
星
を
観
、
下
は
五
木
を
察
し
、

以
て

火
を
爲
る
な
り
。
」
と
。
『
周
書
』
月
令
に
曰
く
、
r
春
は
楡
柳
の
火
を
取
り
、
夏
は
裏
杏
の
火
を
取
り
、
季
夏
は
桑
柘
の
火
を
取
り
、

冬
は
棉
檀
の
火
を
取
る
。
一
年
の
中
、
火
を
鑓
る
こ
と
各
お
の
木
を
異
に
す
る
の
者
な
り
。
」
と
O
〉
o
」
と
。

o4

④（
一
）
『藝
文
類
聚
』
巻
十
一
帝
王
部
一
燧
人
氏

　
　
　
尚
書
大
傳
日
、
燧
人
爲
燧
皇
、
以
火
紀
官
。
禮
　
文
嘉
日
、
燧
人
始
鎖
　
取
火
。
炮
生
爲
熟
。
令
人
無
腹
疾
。
遂
天
之
意
。
故

　
　
　
爲
燧
人
。

　
　
　
『
藝
文
類
聚
』
巻
八
十
火
部
火

　
　
　

澤
名
日
、
火
、
化
物
也
。
亦
言
徴
也
o
物
入
即
皆
殿
壊
s
s
o
　
（
中
略
）
w
t
’
　
“

　
　
　
観
星
辰
、
下
察
五
　
、
以
爲
火
。

　
　
　
『
論
語
』
陽
貨
篇

　
　
　
宰
我
問
、
三
年
之
喪
期
巳
久
夷
。
君
子
三
年
不
為
禮
、
禮
必
壊
。
三
年
不
為
樂
、
樂
必
崩
。
奮
穀
既
没
、
新
穀
既
升
。
鑓
燧
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
火
o
期
可
已
　
。

（
1
）
何
曇
集
解
「
馬
日
、
周
書
月
令
有
更
火
之
文
。
春
取
楡
柳
之
火
、
夏
取
棄
口
之
W
、
季
夏
　
桑
柘
之
火
、
秋
取
柞
楢
之
火
、
勾

　

　
　
m
e
＋
e
s
w
　
t
w
　
　
　
　
　
故
日
改
火
也
。
」
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o5

①
　
漢
志
日
傳
日
棄
法
律
逐
功
臣
殺
世
子
以
妾
為
妻
則
火
不
炎
上
〈
鄭
玄
日
君
行
此
四
者
為
逆
天
南
官
之
政
也
董
仲
日
君
不
信
其
道
或
耀

虚
童
偽
議
、
夫
昌
邪
勝
正
是
火
失
其
性
災
宗
廟
宮
館
錐
興
師
衆
不
能
救
是
不
炎
上
也
〉
説
日
火
南
方
楊
光
揮
為
明
者
也
其
於
王
者
南
面

郷
明
而
治
書
云
知
人
則
葱
能
官
人
〈
師
古
日
虞
書
答
蕎
誤
之
辞
惹
智
也
能
知
其
材
則
能
官
之
所
以
為
智
之
也
〉
故
尭
舜
畢
群
賢
而
命
之

朝
〈
師
古
日
謂
稜
僕
以
下
也
〉
遠
四
侯
而
放
諸
埜
〈
師
古
日
四
侯
即
四
凶
也
遠
離
也
埜
古
野
字
也
〉
賢
倭
分
別
官
人
有
序
帥
由
奮
章
〈
師

．

古

日
帥
脩
也
由
従
也
用
也
〉
敬
重
功
動
殊
別
適
庶
〈
師
古
日
適
讃
日
嫡
〉
如
此
則
火
得
其
性
　

o5

②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
漢
志
日
、
「
傳
日
、
「
棄
法
律
、
逐
功
臣
、
殺
世
子
、
以
妾
爲
妻
、
則
火
不
炎
上
。
」
〈
鄭
玄
日
、
「
君
行
此
四
者
、
爲
逆
天
南
宮
之
政
也
。
」

董
仲
日
、
「
君
不
信
其
道
、
或
擢
虚
童
偽
、
説
夫
昌
、
邪
勝
正
、
是
火
失
其
性
。
災
宗
廟
宮
館
、
難
興
師
衆
、
不
能
救
、
是
不
炎
上
也
。
」
〉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

説
日
、
「
火
南
方
、
揚
光
揮
爲
明
者
也
。
其
於
王
者
、
南
面
郷
明
而
治
。
『
書
』
云
、
「
知
人
則
惹
、
能
官
人
。
」
〈
師
古
日
、
「
虞
書
答
孫

誤
之
辞
。
葱
智
也
。
能
知
其
材
則
能
官
之
、
所
以
爲
智
、
之
也
。
」
〉
故
尭
舜
畢
群
賢
而
命
之
朝
〈
師
古
日
、
「
謂
稜
喫
以
下
也
。
」
〉
、
遠

四
侯
而
放
諸
埜

〈師
古
日
、
「
四
候
、
即
四
凶
也
。
遠
離
也
。
埜
、
古
野
字
也
。
」
〉
。
賢
俵
分
別
、
官
人
有
序
、
帥
由
奮
章
〈
師
古
日
、
「
帥

ロ循
也
。
由
從
也
、
用
也
。
」
〉
、
敬
重
功
勲
、
殊
別
適
庶
〈
師
古
日
、
「
適
讃
日
嫡
。
」
〉
。
如
此
則
火
得
其
性
　
。

05

③

　
　
こ『漢

志
』
に
曰
く
、
「
傳
に
曰
く
、
『
法
律
を
棄
て
、
功
臣
を
逐
ひ
、
世
子
を
殺
し
、
妾
を
以
て
妻
と
爲
せ
ば
、
則
ち
火
炎
上
せ
ず
。
」

　
　
　
ニ
　

と
〈
鄭
玄
日
v
、
r
君
此
の
四
者
を
行
ふ
こ
と
、
天
の
南
宮
の
政
に
逆
ふ
と
爲
す
な
り
。
」
と
。
董
仲
曰
く
、
「
君
其
の
道
を
信
ぜ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
か

或
い
は
擢
虚
童
偏
し
、
読
夫
昌
ん
に
し
て
、
邪
正
に
勝
て
ば
、
是
れ
火
其
の
性
を
失
ふ
。
宗
廟
・
宮
館
に
災
あ
り
て
、
師
衆
を
興
す
と

難
も
、
救
ふ
こ
と
能
は
ず
、
是
れ
炎
上
せ
ざ
る
な
り
。
」
－
v
o
〉
o
説
に
曰
く
、
r
火
は
南
方
、
揚
光
揮
き
明
を
爲
す
者
な
り
。
其
れ
王
者
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に
於
け
る
や
、
南
面
し
て
明
に
卿
ひ
て
治
む
。
『
書
』
に
云
ふ
、
「
人
を
知
る
は
則
ち
葱
に
し
て
、
能
く
人
を
官
す
。
」
と
〈
師
古
曰
く
、

r虞
書
答
蘇
誤
の
辞
な
り
。
惹
は
智
な
り
。
能
く
其
の
材
を
知
れ
ば
則
ち
能
く
之
を
官
と
す
、
智
と
爲
す
所
以
、
之
な
り
。
」
と
。
〉
。
故

に
尭
舜
　
群
賢
を
撃
げ
て
之
に
朝
を
命
じ
〈
師
古
曰
く
、
「
稜
俣
以
下
を
謂
ふ
な
り
。
」
と
。
〉
、
四
候
を
遠
ざ
け
て
諸
を
埜
に
放
つ
〈
師

古
曰
く
、
r
四
候
と
は
、
即
ち
四
凶
な
り
。
遠
は
離
な
り
。
埜
は
、
古
の
野
の
字
な
り
。
」
．
V
　
O
〉
o
賢
侯
分
別
さ
れ
、
官
人
に
序
有
り
、

奮
章
を
帥
由
し
〈
師
古
曰
く
、
「
帥
は
循
な
り
。
由
は
従
な
り
、
用
な
り
。
」
と
。
〉
、
功
動
を
敬
重
し
、
適
庶
を
殊
別
す
〈
師
古
曰
く
、
r
適

は
讃
み
て
嫡
と
日
ふ
。
」
A
J
O
〉
o
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
火
は
其
の
性
を
得
る
な
り
。
」
と
。

o5

④（1
）　
r
漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上

T
　
　
傳
日
、
棄
法
律
、
逐
功
臣
、
殺
・
子
、
以
妾
爲
妻
、
則
火
不
炎
上
。
説
日
、
火
、
南
方
、
易
光
輝
爲
明
者
也
。
劃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
　
南
面
郷
明
而
治
。
　
日
云
、
知
人
則
葱
、
能
官
人
。
古
莞
舜
翠
群
賢
而
叩
之
朝
、
遠
四
俵
而
放
諸
埜
。
孔
子
日
、
浸
潤
之
譜
、
膚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
　

受
之
訴
不
行
焉
、
可
謂
明
　
。
…
詞
　
甚
重
功
動
、
v
a
別
適
庶
、
如
此
則
火
得
其
’
1
　
。
若
乃

　
　
　
信
道
不
篤
、
或
耀
虚
偽
、
説
　
昌
、
邪
勝
正
、
則
火
失
其
↑
　
。
自
上
而
降
、
及
濫
炎
妄
起
、
災
宗
廟
、
焼
宮
館
、
難
興
師
衆
、

　
　
　
弗
能
救
也
、
是
爲
W
不
炎
上
。

（1
）

（2
）

（3
）

（4
）

（5
）

師
古
日
、
虞
書
答
蘇
護
之
鮮
。
葱
、
智
也
。
能
知
其
材
則
能
官
之
、
所
以
爲
智
也
。

師
古
日
、
謂
稜
、
高
以
下
。

師
古
日
、
四
侯
、
即
四
凶
也
。
遠
、
離
也
。
埜
、
古
野
字
。

師
古
日
、
適
讃
日
嫡
。

。
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（
二
）
『
績
漢
書
」
五
行
志
五
行
二
災
火
草
妖
羽
巌
壁
羊
禍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
　
五
行
傳
日
、
棄
法
律
、
逐
功
臣
、
殺
太
子
、
以
妾
爲
妻
、
則
火
不
炎
上
。

（
1
）
劉
昭
注
「
鄭
玄
日
、
君
行
此
四
者
、
爲
逆
天
南
宮
之
　
。
南
宮
於
地
爲
火
、
火
性
炎
上
、
然
行
人
所
用
烹
妊
者
也
。
無
故
因

　
　
　
見
作
熱
、
播
熾
爲
害
、
是
爲
火
不
炎
上
。
其
他
愛
異
、
皆
属
診
。
春
秋
考
異
郵
日
、
火
者
、
陽
之
精
也
。
人
合
天
氣
五
行
陰
陽
、

　
　
　
極
陰
反
陽
、
極
陽
生
陰
、
故
塵
人
行
以
災
不
祥
、
在
所
以
感
之
、
萌
雁
韓
旋
、
從
逆
殊
心
也
。
」

o6

①
　
董
仲
紆
日
五
行
逆
従
日
火
者
夏
成
長
之
本
朝
挙
賢
良
官
得
其
能
賞
有
功
封
有
徳
出
貨
財
振
貧
窮
則
大
従
人
而
甘
露
降
鴻
鵠
如
鳳
翔
若

　
　
　
　
　
　
ロ
ニ

人
君
信
於
説
内
難
骨
肉
外
硫
忠
臣
諌
殺
不
事
婦
妾
不
政
賜
与
不
當
逐
功
臣
棄
法
令
則
民
病
血
警
瞳
目
不
明
大
旱
必
有
火
爽
臭
鵠
群
鳴
也

三
］
離
欺

o6
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
董
仲
督
日
、
「
五
行
逆
從
日
、
「
火
者
夏
、
成
長
之
本
。
朝
禦
賢
良
、
官
得
其
能
、
賞
有
功
、
封
有
徳
、
出
貨
財
、
振
貧
窮
、
則
火
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

人
而
甘
露
降
、
鴻
鵠
如
鳳
翔
。
若
人
君
信
於
議
、
内
離
骨
肉
、
外
硫
忠
臣
、
詠
殺
不
事
、
婦
妾
爲
政
、
賜
與
不
當
、
逐
功
臣
、
棄
法
令
、

則
民
病
血
書
瞳
、
目
不
明
。
大
旱
、
必
有
火
災
、
臭
鴉
群
鳴
也
。
」
。
」

o6
③

　
ハ
ニ

　
董
仲
鋒
日
v
、
r
五
行
逆
從
に
曰
く
、
「
火
は
夏
、
成
長
の
本
な
り
。
朝
賢
良
を
畢
げ
、
官
は
其
の
能
を
得
、
有
功
を
賞
し
、
有
徳
を

封

じ
、
貨
財
を
出
し
、
貧
窮
を
振
へ
ば
、
則
ち
火
は
人
に
從
ひ
て
甘
露
降
り
、
鴻
鵠
鳳
の
如
く
翔
ぶ
。
若
し
人
君
議
を
信
じ
、
内
に
骨

肉
を
離
し
、
外
に
忠
臣
を
疏
み
、
不
事
を
諌
殺
し
、
婦
妾
政
を
爲
し
、
不
當
に
賜
與
し
、
功
臣
を
逐
ひ
、
法
令
を
棄
つ
れ
ば
、
則
ち
民

血
の
書
瞳
を
病
み
、
目
明
ら
か
な
ら
ず
。
大
旱
あ
り
、
必
ず
火
災
有
り
て
、
臭
鴉
群
鳴
す
る
な
り
。
」
と
。
」
と
。
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＾　06
一 ④
v
『春
秋
繁
露
』
五
行
逆
從

閨
日
、

答
及
於
火
、

火
者
夏
、
成
長
、
本
朝
也
。
翠
賢
良
、
進
茂
才
、
官
得
其
能
、
任
得
其
力
戸
賞
有
功
、
封
有
徳
、
出
貨
財
、
ま
困
乏
、
使
四
方
。

恩
及
於
火
、
則
火
順
人
而
甘
露
降
。
恩
及
羽
巌
、
則
飛
鳥
大
爲
、
黄
鵠
出
見
、
鳳
風
翔
。
如
人
君
惑
於
議
邪
、
内
離
骨
肉
、

　
　
　
　

則
大
早
、
必
有
火
。

o7
①

　
春
秋
桓
公
十
四
年
入
月
壬
申
御
塵
災
董
仲
箭
以
為
先
是
四
國
共
伐
魯
大
破
之
於
龍
門
全
早
昭
日
魯
郭
門
之
也
〉
百
姓
傷
者
未
疹
怨
答

未
復
而
君
臣
倶
惰
内
怠
政
事
外
海
四
隣
非
能
保
守
宗
廟
終
其
天
年
者
也
故
天
以
戒
之
劉
向
以
為
御
凛
夫
人
八
妾
所
春
米
之
戚
以
奉
宗
廟

者
也

〈師
古
日
一
嬰
九
女
正
嫡
一
人
除
者
皆
妾
故
入
妾
之
也
〉
時
夫
人
有
淫
行
〈
師
古
日
謂
通
於
唇
侯
也
〉
挟
逆
心
〈
師
古
日
謂
欲
殺

桓
公
之
也
〉
天
戒
若
日
夫
人
不
可
以
奉
宗
廟
桓
不
癌
与
夫
人
倶
會
斉
々
侯
殺
桓
公
也
劉
散
以
為
御
凛
公
所
親
耕
籍
田
以
奉
盛
者
也
〈
師

古
日
黍
稜
日
在
器
日
盛
也
〉
棄
法
度
亡
禮
之
鷹
也

o7
②『春

秋
』
桓
公
十
四
年
、
「
八
月
壬
申
、
御
康
災
。
」
董
仲
箭
以
爲
、
「
先
是
、
四
國
共
伐
魯
、
大
破
之
於
龍
門
〈
章
昭
日
、
「
魯
郭
門
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

之
s
i
o
」
〉
o
百
姓
傷
者
未
蓼
、
怨
答
未
復
、
而
君
臣
倶
惰
、
内
怠
政
事
、
外
侮
四
隣
、
非
能
保
守
宗
廟
終
其
天
年
者
也
。
故
天
以
戒
之
。
」

劉
向
以
爲
、
「
御
康
、
夫
人
・
八
妾
所
春
米
之
戚
以
奉
宗
廟
者
也
〈
師
古
日
、
「
一
婆
九
女
、
正
嫡
1
人
、
除
者
皆
妾
、
故
入
妾
、
之
也
。
」
〉
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

時
夫
人
有
淫
行
〈
師
古
日
、
「
謂
通
於
齊
侯
也
。
」
〉
、
挾
逆
心
〈
師
古
日
、
「
謂
欲
殺
桓
公
、
之
也
。
」
〉
、
天
戒
若
日
夫
人
不
可
以
奉
宗
廟
。
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ロ

桓
不
籍
、
與
夫
人
倶
會
齊
、
齊
侯
殺
桓
公
也
。
劉
歌
以
爲
、
御
凛
、
公
所
親
耕
籍
田
以
奉
盛
者
也
〈
師
古
日
、
「
黍
稜
日
粂
、
在
器
日

盛
也
。
」
〉
。
棄
法
度
亡
禮
之
雁
也
。
」

o7

③『春
秋
』
桓
公
十
四
年
に
、
「
入
月
壬
申
、
御
康
に
災
あ
り
。
」
と
。
董
仲
箭
以
爲
へ
ら
く
、
「
是
よ
り
先
、
四
國
共
に
魯
を
伐
ち
、
大

い

に
之
を
龍
門
に
破
る
〈
章
昭
曰
く
、
「
魯
の
郭
門
、
之
な
り
。
」
と
。
〉
。
百
姓
の
傷
く
者
未
だ
蓼
え
ず
、
怨
答
未
だ
復
さ
ざ
る
も
、
君

臣
倶
に
惰
り
、
内
は
政
事
を
怠
り
、
外
は
四
隣
を
侮
り
、
能
く
宗
廟
を
保
守
し
其
の
天
年
を
終
ゆ
る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
故
に
天
以
て

之
を
戒
む
。
」
と
。
劉
向
以
爲
へ
ら
く
、
「
御
凛
と
は
、
夫
人
・
八
妾
の
春
く
所
の
米
の
戚
に
し
て
以
て
宗
廟
を
奉
る
者
な
り
〈
師
古
曰

く
、
＝
婆
九
女
、
正
嫡
は
一
人
、
除
は
皆
妾
、
故
に
八
妾
と
、
之
な
り
」
A
J
O
〉
o
時
に
夫
人
に
淫
行
有
り
〈
師
古
曰
く
、
「
齊
侯
に
通

ず
る
を
謂
ふ
な
り
」
と
。
〉
、
逆
心
を
挾
み
〈
師
古
曰
く
、
r
桓
公
を
殺
さ
ん
と
欲
す
る
を
謂
ふ
、
之
な
り
」
と
。
〉
、
天
戒
め
て
夫
人
は

以
て

宗
廟
を
奉
ず
べ
か
ら
ず
と
日
ふ
が
若
し
。
桓
癌
ら
ず
、
夫
人
と
倶
に
齊
に
會
し
、
齊
侯
桓
公
を
殺
す
な
り
。
劉
散
以
爲
へ
ら
く
、

御
庫
と
は
、
公
親
ら
籍
田
を
耕
し
以
て
盛
を
奉
ず
る
所
の
者
な
り
〈
師
古
曰
く
、
「
黍
稜
を
秦
と
日
ひ
、
器
に
在
る
を
盛
と
日
ふ
な
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

．
”
　
O
〉
o
法
度
を
棄
て
禮
を
亡
ふ
の
鷹
な
り
。
」
と
。

o7
④（1

）　
r
漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

　
　
　

春
秋
』
桓
ム
十
四
年
「
ノ
月
壬
申
、
御
康
悦
」
。
董
仲
箭
以
爲
先
是
四
國
共
伐
魯
、
大
破
之
於
龍
門
。
百
姓
傷
者
未
疹
、
怨
答

未
復
、
而
君
臣
倶
惰
、
内
怠

、
夕
毎
四
鄭
、
非
能
　
守
宗
廟
終
其
天
年
者
也
、

　
（
2
）
　
（
c
o
）
　
（
4
）

m
天
部
御
凛
以
戒
之
。
劉
向
以
爲
御
凛
、

人
ノ
妾
所
春
米
之
戚
以
奉
宗
廟
者
也
。
時
　
人
有
淫
行
、
挾
逆
心
、
天
戒
若
日

人

不
可
以
奉
宗
廟
。

　
　
　
　
（
5
）

桓
不
癌
、
　
s
＿
ハ
夫
人
倶

會
齊
、
　
人
譜
桓
ム
於
齊
侯
、
齊
侯
殺
桓
公
。
劉
立
以
爲
御
凛
、
ム
所
親
耕
籍
田
以
奉
菜
盛
者
也
。
棄
法
度
亡
禮
之
鷹
也
o
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　　　　　　　　　v　　v

章
昭
日
、

師
古
日
、

師
古
日
、

魯
郭
門
。
」

＝

要
九
女
、
正
嫡
一
人
、

「謂
通
於
齊
侯
。
」

師
古
日
、
「
黍
稜
日
粂
、
在
。

示
者
妾
也
。
　
云
ノ
妾
。
」

日
盛
也
。
」

08
①

　
漢
武
帝
建
元
六
年
二
月
丁
酉
寮
東
高
廟
失
四
月
壬
子
高
園
便
殿
火
董
仲
箭
封
日
春
秋
之
道
卑
往
以
明
来
是
故
天
下
有
物
視
春
秋
所

畢
々
与
同
比
者
〈
師
古
日
比
類
也
〉
按
春
秋
魯
定
哀
時
季
氏
々
悪
已
熟
両
館
災
上
素
服
五
日
〈
事
在
序
篇
之
也
＞

08
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
漢
武
帝
建
元
六
年
二
月
丁
酉
、
遼
東
高
廟
災
。
四
月
壬
子
、
高
園
便
殿
火
。
董
仲
箭
封
日
、
「
『
春
秋
』
之
道
畢
往
以
明
來
。
是
故
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

下
有
物
、
視
『
春
秋
』
所
畢
（
卑
）
與
同
比
者
〈
師
古
日
、
「
比
類
也
o
　
J
〉
o
按
『
春
秋
』
魯
定
・
哀
時
、
季
氏
（
氏
）
悪
已
熟
、
爾
館

災
o
」
上
素
服
五
日
〈
事
在
序
篇
、
之
也
。
〉
。

08

③
　
漢
の
武
帝
建
元
六
年
二
月
丁
酉
、
遼
東
の
高
廟
に
災
あ
り
。
四
月
壬
子
、
高
園
の
便
殿
に
火
あ
り
。
董
仲
紆
封
へ
て
曰
く
、
「
『
春
秋
』

の
道

は
往
を
畢
げ
以
て
來
を
明
ら
か
に
す
。
是
の
故
に
天
下
に
物
有
れ
ば
『
春
秋
』
の
畢
ぐ
る
所
と
同
比
す
る
者
と
を
視
る
〈
師
古
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

く
、
「
比
は
類
な
り
。
」
と
。
〉
。
按
ず
る
に
『
春
秋
』
魯
の
定
・
哀
の
時
、
季
氏
の
悪
巳
に
熟
し
、
雨
館
に
災
あ
り
。
」
と
。
上
　
素
服

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ご

す
る
こ
と
五
日
な
り
〈
事
は
序
篇
に
在
り
、
之
な
り
。
〉
。
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＿　08
一　④

v
B
g
l
l
S
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上

（1
）

武
帝
建
元
六
年
六
月
丁
酉
、
遼
東
高
廟
災
。
四
月
壬
子
、
高
園
便
殿
火
。
董
仲
箭
諏
、
日
、
春
秋
之
道
畢
往
以
明
來
、
是
古
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
有
物
、
視
春
－
所
　
共
同
比
者
、
精
微
砂
以
存
其
意
、
通
倫
類
以
貫
其
理
、
天
地
之
愛
、
國
家
之
事
、
楽
然
皆
見
、
亡
所

疑

　
。
ー
、
而
孔
子
之
聖
方
盛
。
夫
以
盛
聖
而
易
執
悪
、
季
孫
難
重
、
魯
君
錐
輕
、

其
勢
可
成
也
。
故
定
公
二
年
五
月
嗣
観
凋
。
雨
観
、
僧
禮
之
物
、
天
災
之
者
、
若
日
、
僧
禮
之
臣
可
以
去
。
巳
見
罪
徴
、
而
後

告
可
去
、
此
天
意
也
。
定
公
不
知
省
。
至
哀
公
三
年
五
月
、
桓
宮
、
蔭
宮
災
。
二
者
同
事
、
所
爲
一
也
、
若
日
幡
貴
而
去
不
義

云
爾
。
哀
公
未
能
見
、
故
四
年
六
月
毫
社
災
。
雨
観
、
桓
、
董
廟
、
毫
社
、
四
者
皆
不
當
立
、
天
皆
播
其
不
當
立
者
以
示
魯
、

欲
其
去
齪
臣
而
用
聖
人
也
。
季
氏
亡
道
久
　
、
前
是
天
不
見
災
者
、
魯
未
有
賢
聖
臣
、
難
欲
去
季
孫
、
其
力
不
能
、
昭
公
是
也
。

至
定
、
哀
乃
見
之
、
其
時
可
也
。
不
時
不
見
、
天
之
道
也
。
今
高
廟
不
當
居
遼
東
、
高
園
殿
不
當
居
陵
妾
、
於
禮
亦
不
當
立
、

與
魯
所
災
同
。
其
不
當
立
久
八
芙
、
至
於
陛
下
時
天
乃
災
之
者
、
殆
亦
其
時
可
也
。
昔
秦
受
亡
周
之
倣
、
而
亡
以
化
之
、
漢
受
亡

秦
之
倣
、
又
亡
以
化
之
。
夫
纏
1
1
倣
之
後
、
承
其
下
流
、
兼
受
其
狼
、
難
治
甚
　
。
又
多
兄
弟
親
戚
骨
肉
之
連
、
驕
揚
奢
修
恣

碓
者
厭
、
所
謂
重
難
之
時
者
也
。
陛
下
正
當
大
倣
之
後
、
又
遭
重
難
之
時
、
甚
可
憂
也
。
故
天
災
若
語
陛
下
、
『
當
今
之
世
、

難
敵
而
重
難
、
非
以
太
平
至
公
、
不
能
治
也
。
視
親
戚
貴
属
在
諸
侯
遠
正
最
甚
者
、
忍
而
詠
之
、
如
吾
播
遼
東
高
廟
乃
可
、
視

近
臣
在
國
中
庭
妾
灰
及
貴
而
不
正
者
、
忍
而
詠
之
、
如
吾
播
高
園
殿
乃
可
』
云
爾
。
在
外
而
不
正
者
、
錐
貴
如
高
廟
、
猶
災
播

之
、
況
諸
侯
乎
。
在
内
不
正
者
、
錐
貴
如
高
園
殿
、
猶
播
災
之
、
況
大
臣
乎
。
此
天
意
也
。
罪
在
外
者
天
災
外
、
罪
在
内
者
天

災
内
、
播
甚
罪
當
重
、
播
簡
罪
當
輕
、
承
天
意
之
道
也
。

師
古
日
、
「
比
、
類
也
、
音
必
療
反
。
」
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（
二
）
『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀

　
　
　
六
年
春
二
月
乙
未
、
遼
東
高
廟
災
。
夏
四
月
壬
子
、
高
園
便
殿
火
。
上
素
服
五
日
。

（三
）
水
口
幹
記
氏
・
田
中
良
明
氏
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
九
l
l
l
i
l
P
　
（
二
〇
一
五
年
）
の
四
十
五
頁
を
参
照
。

o9

①
　
元
鳳
元
年
燕
城
南
門
爽
劉
向
以
為
是
時
燕
王
使
邪
臣
通
於
漢
為
説
賊
謀
逆
乱
南
門
者
通
漢
道
也
天
戒
若
日
、
邪
臣
往
来
為
姦
説
於
漢

絶
亡
之
道
也
燕
王
不
癌
卒
伏
其
皐

09

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
元
鳳
元
年
、
燕
城
南
門
災
。
劉
向
以
爲
、
「
是
時
燕
王
使
邪
臣
通
於
漢
、
爲
議
賊
、
謀
逆
齪
。
南
門
者
、
通
漢
道
也
。
天
戒
若
日
「
邪

　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

臣
往
來
、
爲
姦
説
於
漢
、
絶
亡
之
道
也
。
」
燕
王
不
癌
、
卒
伏
其
皐
。
」

o9
③

　
　
こ

　
元
鳳
元
年
、
燕
城
の
南
門
に
災
あ
り
。
劉
向
以
爲
へ
ら
く
、
「
是
の
時
燕
王
邪
臣
を
し
て
漢
に
通
ぜ
し
め
、
議
賊
を
爲
し
、
逆
齪

を
謀
る
。
南
門
は
、
漢
に
通
ず
る
の
道
な
り
。
天
戒
め
て
「
邪
臣
往
來
し
、
姦
議
を
漢
に
爲
す
は
、
絶
亡
の
道
な
り
」
と
日
ふ
が
若
し
。

燕
王

癌
ら
ず
、
卒
に
其
の
事
に
伏
す
。
」
と
。

o9

④（
一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
第
七
上

　
　
　
昭
帝
元
鳳
元
年
、
燕
城
南
門
鋸
。
劉
向
以
爲
、
時
燕
王
使
邪
臣
通
於
漢
、
爲
議
賊
、
謀
逆
齪
。
南
門
者
、
通
漢
道
也
。
天
戒

　
　
　
若
日
、
邪
臣
有
來
、
爲
姦
議
於
漢
、
絶
亡
之
道
也
。
燕
王
不
梧
、
京
伏
其
事
。
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10

①
　
説
莞

日
魏
文
侯
御
凛
災
素
素
服
避
正
殿
五
日
群
臣
素
服
而
突
公
子
成
文
超
入
賀
日
臣
聞
天
子
蔵
於
四
海
諸
侯
蔵
於
境
内
非
其
所
蔵
不

有
天
失
必
有
人
患
今
幸
無
人
患
不
亦
善
字

10

②

　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

『説
苑
』
日
、
「
魏
文
侯
御
庚
c
u
o
　
（
素
）
素
服
避
正
殿
五
日
、
群
臣
素
服
而
突
。
公
子
成
父
趨
入
賀
日
、
「
臣
聞
、
「
天
子
藏
於
四
海
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

諸
侯
藏
於
境
内
。
非
其
所
藏
、
不
有
天
災
、
必
有
人
患
。
」
今
幸
無
人
患
、
不
亦
善
乎
。
」
。
」

10

③

　
　
ニ『説

苑
』
に
曰
く
、
「
魏
の
文
侯
の
御
凛
に
災
あ
り
。
素
服
し
て
正
殿
を
避
く
る
こ
と
五
日
、
群
臣
も
素
服
し
て
突
す
。
公
子
成
父
趨

り
入
り
賀
し
て
曰
く
、
「
臣
聞
く
、
「
天
子
は
四
海
を
藏
し
、
諸
侯
は
境
内
を
藏
す
。
其
の
藏
す
る
所
に
非
ざ
れ
ば
、
天
災
有
ら
ざ
る
も
、

必
ず
人
患
有
り
。
」
と
。
今
幸
ひ
に
し
て
人
患
無
し
、
亦
た
善
ば
し
か
ら
ず
や
。
」
と
。
」
と
。

10

④（
一
）
『説
圃
』
巻
二
十
反
質

　
　
　
魏

文
侯
御
凛
　
’
、
文
侯
素
服
辟
正
殿
五
日
、
群
臣
皆
素
服
而
弔
。
公
子
成
父
猫
不
弔
。
文
侯
復
殿
、
ー
、
日
、

　
　
　
「
甚
大
善
　
。
夫
御
凛
之
災
也
。
」
文
侯
作
色
不
悦
、
日
、
「
夫
御
凛
者
、
寡
人
實
之
所
藏
也
o
今
火
災
、
寡
人
素
服
辟
正
殿
、

　
　
　
群
臣
皆
素
服
而
弔
。
至
於
子
、
大
夫
而
不
弔
。
今
已
復
辟
芙
、
猶
入
賀
何
爲
。
」
公
子
成
父
日
、
「
臣
聞
之
、
天
子
藏
於
四
海
之

　
　
　
内
－
閨
、
大
夫
藏
於
其
家
、
士
庶
人
藏
於
筐
檀
。
非
其
所
藏
者
必
有
天
艇
、
必
有
人
患
。
一
マ
幸
無
人
患
、
乃
有
天

　
　
　

劃
團
。
」
文
侯
晴
然
嘆
日
、
「
善
。
」

／
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11

①鴻
嘉
三
年
入
月
孝
景
廟
北
闘
災
十
一
月
許
皇
后
廃
也

H
②

　
鴻
嘉
三
年
入
月
、
孝
景
廟
北
閾
災
。
十
1
月
、
許
皇
后
廃
也
o

11

③

　
　
こ鴻

嘉
三
年
八
月
、
孝
景
廟
の
北
閾
に
災
あ
り
。
十
1
月
、
許
皇
后
廃
せ
ら
る
る
な
り
。

11

④（1
）　
r
漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上

　
　
　
竃
川
乙
卯
、
孝
景
廟
北
閾
悦
。
十
1
月
甲
寅
、
許
皇
后
廃
。

一 41一

12

①
　
魏
書
日
明
帝
大
和
五
年
五
月
清
高
殿
爽
初
帝
為
平
原
王
細
河
南
虞
氏
為
妃
及
即
位
不
以
為
后
更
立
典
虞
女
為
后
々
本
灰
微
非
所
宜
升

以
妾
為
妻
之
爵
也
青
龍
元
年
六
月
洛
陽
宮
鞠
室
穴
二
年
四
月
崇
華
殿
爽
延
干
南
閣
三
年
七
月
此
殿
又
災
帝
問
高
堂
隆
此
何
答
也
於
礼
寧

有
祈
疇
之
義
乎
封
日
夫
爽
変
之
登
皆
所
以
明
教
誠
也
唯
率
礼
修
徳
可
以
勝
之
易
傳
日
上
不
倹
下
不
節
肇
火
焼
其
室
又
日
君
高
其
毫
天
火

為
爽
此
人
君
荷
飾
宮
室
不
知
百
姓
空
掲
故
天
雁
之
以
旱
火
従
高
殿
起
也

12

②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

『魏
書
』
日
、
　
r
明
帝
太
和
五
年
五
月
、
清
商
殿
災
。
初
、
帝
爲
平
原
王
、
納
河
南
虞
氏
爲
妃
。
及
即
位
、
不
以
爲
后
、
更
立
典
虞
女

爲
后
。
后
本
灰
微
、
非
所
宜
升
。
以
妾
爲
妻
之
罰
也
。
青
龍
元
年
六
月
、
洛
陽
宮
鞠
室
災
。
二
年
四
月
、
崇
華
殿
災
、
延
干
南
閣
。
三



年
七
月
、
此
殿
又
災
。
帝
問
高
堂
隆
、
「
此
何
答
也
、
於
禮
寧
有
祈
蒋
之
義
乎
」
。
封
日
、
「
夫
災
愛
之
登
、
皆
所
以
明
教
誠
也
。
唯
率

禮
修
徳
、
可
以
勝
之
。
『
易
傳
』
日
、
「
上
不
倹
、
下
不
節
、
肇
火
焼
其
室
。
」
又
日
、
「
君
高
其
墓
、
天
火
爲
災
。
」
此
人
君
荷
飾
宮
室
、

不
知
百
姓
空
蜴
、
故
天
鷹
之
以
旱
、
火
從
高
殿
起
也
。
」
。
」

12
③

　
　
ニ『魏

書
』
に
曰
く
、
「
明
帝
の
太
和
五
年
五
月
、
清
商
殿
に
災
あ
り
。
初
め
、
帝
平
原
王
爲
り
し
と
き
、
河
南
の
虞
氏
を
納
れ
て
妃
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と

爲
す
。
即
位
す
る
に
及
び
、
以
て
后
と
爲
さ
ず
、
更
た
に
典
虞
の
女
を
立
て
て
后
と
爲
す
。
后
は
本
灰
微
に
し
て
、
宜
し
く
升
ぼ
す
べ

き
所
に
非
ず
。
妾
を
以
て
妻
と
爲
す
の
罰
な
り
。
青
龍
元
年
六
月
、
洛
陽
宮
の
鞠
室
に
災
あ
り
。
二
年
四
月
、
崇
華
殿
に
災
あ
り
、
南

閣
に
延
す
。
三
年
七
月
、
此
の
殿
に
又
た
災
あ
り
。
帝
高
堂
隆
に
問
ふ
、
「
此
れ
何
の
答
な
る
や
、
禮
に
於
い
て
寧
ろ
祈
禧
の
義
有
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

か
。
」
と
。
封
へ
て
曰
く
、
「
夫
れ
災
愛
の
獲
す
る
は
、
皆
な
教
誠
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
。
唯
だ
禮
に
率
ひ
徳
を
修
め
、
以
て
之

に
勝
ふ
べ
き
の
み
。
『
易
傳
』
に
曰
く
、
「
上
倹
せ
ず
、
下
節
せ
ざ
れ
ば
、
壁
火
其
の
室
を
焼
く
。
」
と
。
又
た
曰
く
、
r
君
其
の
墓

を
高
く
す
れ
ば
、
天
火
も
て
災
を
爲
す
。
」
と
。
此
れ
人
君
荷
も
宮
室
を
飾
り
、
百
姓
空
し
く
靖
く
す
を
知
ら
ず
、
故
に
天
之
に
鷹

ず
る
に
旱
を
以
て
し
、
火
高
殿
よ
り
起
こ
る
な
り
。
」
と
。
」
と
。

12

④（
一
）
『晋
書
』
巻
二
十
七
志
第
十
七
五
行
上
火

　
　
　
魏
明
帝
・
和
五
年
五
月
、
清
商
殿
郷
。
初
、
帝
爲
平
原
王
、
納
河
南
虞
氏
爲
妃
。
及
即
位
、
不
以
爲
后
、
更
立
典
虞
車
工
京

　
　
　
毛
嘉
女
爲
后
。
后
　
灰
程
、
非
所
宜
升
、
以
妾
爲
妻
之
罰
也
。
青
龍
元
年
六
月
、
t
〉
．
4
．
．
陽
宮
鞠
室
災
。
二
年
四
月
、
崇
華
殿
悦
、

延
於
南
閤
、
繕
復
之
。
至
三
年
七
月
、
此
殿
　
ー
5
。
帝
問
高
堂
隆
、
■
此
何
答
也
o
於
禮
寧
有
祈
ホ
之
義
乎
。
」
Ψ
、
日
、
「
部

愛
之
登
、
皆
所
以
明
　
三
也
、
惟
率
禮
修
徳
可
以
勝
之
。
易
傳
日
、
上
不
倹
、
下
不
節
、
肇
火
焼
其
室
。
』
又
日
、
君
高
其
墓
、
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天
火
爲
災
。
』
此
人
君
荷
飾
宮
室
、
不
知
百
姓
空
蜴
、
古
天
鷹
之
以
早
、
火
從
高
殿
起
也
。
案
奮
占
日
、
「
災
火
之
登
、
皆
以
憂

　
　
　
樹
宮
室
爲
誠
。
』
今
宜
罷
散
作
役
、
務
從
節
約
、
清
掃
所
災
之
庭
、
不
敢
於
此
有
所
管
造
、
蓬
甫
嘉
禾
必
生
此
地
、
以
報
陛
下

　
　
　
度
恭
之
徳
。
」
帝
不
從
。
遂
復
崇
華
殿
、
改
日
九
龍
。
以
郡
國
前
後
言
龍
見
者
九
、
故
以
爲
名
。
多
棄
法
度
、
疲
衆
逞
欲
、
以

　
　
　
妾
爲
妻
之
雁
也
。

『宋
書
』
巻
三
十
二
五
行
三
火
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
な
お
、
『
三
國
志
』
巻
二
十
五
魏
書
二
十
五
高
堂
隆
伝
に
は
全
文
は
引

用

さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
半
部
分
（
原
文
「
崇
華
殿
災
」
以
下
）
の
み
が
見
え
る
。

13

①
　
呉
孫
皓
建
衡
二
年
三
月
大
火
焼
万
絵
家
死
者
七
百
人
案
春
秋
斉
火
穴
劉
向
以
為
桓
公
好
内
聴
女
口
、
妻
妾
藪
更
之
詩
也
皓
制
令
読
暴

蕩
弄
法
度
臣
名
士
詠
庫
甚
衆
後
宮
万
除
女
謁
敷
行
其
中
隆
寵
侃
皇
后
璽
緩
者
又
多
　
故
有
大
火

13

②
　
呉
孫
皓
建
衡
二
年
三
月
、
大
火
、
焼
萬
飴
家
、
死
者
七
百
人
。
案
、
『
春
秋
』
「
齊
火
災
。
」
劉
向
以
爲
、
「
桓
公
好
内
、
聴
女
口
、
妻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

妾
藪
更
之
罰
也
o
」
皓
制
令
誰
暴
、
蕩
棄
法
度
、
臣
名
士
、
詠
斥
甚
衆
。
後
宮
萬
飴
、
女
謁
藪
行
、
其
中
隆
寵
侃
皇
后
璽
綬
者
又
多
　
。

故
有
大
火
。

13

③

　
　
こ

　
呉
の
孫
皓
の
建
衡
二
年
三
月
、
大
火
あ
り
、
萬
飴
家
を
焼
き
、
死
す
る
者
七
百
人
。
案
ず
る
に
、
『
春
秋
』
に
「
齊
に
火
災
あ
り
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
し
ば
　
　
　
か

と
。
劉
向
以
爲
へ
ら
く
、
r
桓
公
内
を
好
み
、
女
口
を
聴
き
、
妻
妾
藪
之
を
更
ふ
る
の
罰
な
り
。
」
と
。
皓
の
制
令
誰
暴
し
、
法
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ば
し
ば

蕩
棄
し
、
臣
の
名
士
、
諌
斥
せ
ら
る
る
こ
と
甚
だ
衆
し
。
後
宮
に
萬
飴
あ
り
、
女
謁
敷
行
は
れ
、
其
の
中
隆
寵
せ
ら
れ
皇
后
の
璽
綬
を
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侃
ぶ
る
者
も
又
た
多
し
。
故
に
大
火
有
り
。

13

④（
一
）
『晋
書
』
巻
二
十
七
五
行
上
火

孫
晧
建
衡
二
年
三
月
、
大
火
、
焼
萬
飴
家
、
死
者
七
百
人
。
案
春
秋
齊
大
併
。
劉
向
以
爲
、
桓
ム
女
内
、
聴
女
口
、
妻
妾
敷
更

　
　
　
之

罰
也
。
時
晧
制
下
誰
暴
、
蕩
棄
法
度
、
勢
臣
名
士
、
t
l
l
t
斥
甚
衆
、
後
宮
萬
鹸
、
女
謁
敷
行
、
其
中
隆
寵
　
皇
后
璽
綬
者
又

　
　
　w
t
S
i
f
R
g
o

『宋
書
』
巻
三
十
二
五
行
三
火
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

14

①
　
穆
帝
永
和
五
年
六
月
震
宍
石
季
龍
太
武
殿
及
雨
廟
端
門
震
実
月
飴
乃
滅
金
石
皆
蓋
其
後
季
龍
死
大
乱
遂
滅
亡
也

14

②
　
穆
帝
永
和
五
年
六
月
、
震
災
石
季
龍
太
武
殿
及
雨
廟
端
門
。
震
災
月
饒
乃
滅
、
金
石
皆
蓋
。
其
後
季
龍
死
、
大
乱
、
遂
滅
亡
也
。

14
③

　
穆
帝
の
永
和
五
年
六
月
、
石
季
龍
の
太
武
殿
及
び
両
廟
の
端
門
に
震
災
あ
り
。
震
災
月
除
に
し
て
乃
ち
滅
す
る
も
、
金
石
皆
な
蓋
く
。

其
の
後
季
龍
死
し
、
大
い
に
齪
れ
、
遂
に
滅
亡
す
る
な
り
。

14

④（1
）　
F
k
l
日
書
』
巻
二
十
七
五
行
上
火

　
　
　
穆
帝
永
和
五
年
六
月
、
震
郷
石
季
龍
・
武
殿
及
雨
廟
端
門
。
震
描
月
示
乃
滅
、
　
、
石
皆
蓋
。
其
移
　
龍
死
、
　
乱
、
遂
滅
亡
。
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『宋
書
』
巻
三
十
二
五
行
三
火
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

15

①
　
大
元
十
年
正
月
國
子
學
生
因
風
放
火
焚
房
百
除
間
是
後
考
課
不
属
賞
瓢
無
章
蓋
有
育
才
之
名
而
無
牧
賢
之
實
此
不
哲
之
罰
先
兆

15

②
　
太
元
十
年
正
月
、
國
子
學
生
因
風
放
火
、
焚
房
百
飴
間
。
是
後
考
課
不
属
、
賞
瓢
無
章
。
蓋
有
育
才
之
名
、
而
無
牧
賢
之
實
。
此
不

哲
之
爵
先
兆
。

15

③
　
太
元
十
年
正
月
、
國
子
學
生
風
に
因
り
て
火
を
放
ち
、
房
を
焚
く
こ
と
百
饒
間
。
是
の
後
考
課
は
属
な
ら
ず
、
瓢
を
賞
す
る
に
章

無
し
。
蓋
し
育
才
の
名
有
る
も
、
牧
賢
の
實
無
し
。
此
れ
不
哲
の
罰
の
先
兆
な
り
。

15

④（
一
）
『晋
書
』
巻
二
十
七
五
行
上
火

　
　
　
・
元
十
年
正
月
、
國
子
學
生
因
風
放
火
、
焚
房
百
雀
間
。
是
後
考
三
不
属
、
賞
瓢
無
章
。
蓋
有
育
才
之
名
、
而
無
4
賢
之
實
、

　
　
　
此
不
哲
之
罰
先
兆
也
。

『宋
書
』
巻
三
十
二
志
第
二
十
二
五
行
三
火
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

16

①京
房
易
傳
日
天
火
下
焼
民
屋
室
草
木
是
謂
乱
治
熱
兵
作
天
火
下
播
邑
王
屋
門
其
王
死
凶
〈
石
虎
以
此
三
偽
國
滅
〉
天
火
下
幡
邑
社
木
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其
邑
亡
播
邑
播
廟
其
邑
有
大
映
播
邑
道
巻
是
謂
抜
城
天
下
有
兵
播
野
五
穀
其
邑
大
餓
火
下
軍
中
師
将
戦
々
心
敗
播
山
是
謂
下
祥
邑
民
汗

亡
幡
牛
馬
野
狩
其
邑
園
火
下
行
飛
天
下
有
汗
民
火
無
故
元
光
其
邑
主
不
明
火
元
故
不
生
天
下
不
安
火
無
故
生
吉
自
滅
主
炎
火
下
後
三
年

涌
水
麸
高
僧
恵
力
傳
日
晋
孝
武
大
元
廿
一
年
七
月
天
火
播
寺
帝
日
此
國
不
祥
之
相
也
〈
守
以
為
九
月
帝
崩
也
＞

16

②『京
房
易
傳
』
日
、
　
r
天
火
下
焼
民
屋
室
草
木
、
是
謂
乱
治
殺
兵
作
。
天
火
下
播
邑
王
屋
門
、
其
王
死
凶
〈
石
虎
以
此
三
偽
國
滅
。
〉
。

天
火
下
播
邑
社
木
、
其
邑
亡
。
播
邑
社
廟
、
其
邑
有
大
映
。
播
邑
道
巻
、
是
謂
抜
城
、
天
下
有
兵
。
燈
野
五
穀
、
其
邑
大
餓
。
火
下
軍

中
、
師
將
戦
、
戦
心
敗
。
播
山
、
是
謂
下
群
、
邑
民
流
亡
。
播
牛
馬
野
狩
、
其
邑
園
。
火
下
行
飛
、
天
下
有
流
民
。
火
無
故
元
光
、
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

邑
主
不
明
。
火
元
故
不
生
、
天
下
不
安
。
火
無
故
生
、
吉
、
自
滅
主
。
炎
火
下
、
後
三
年
涌
水
起
。
」
高
僧
慧
力
傳
日
、
「
晋
孝
武
大
元

廿
1
年
七
月
、
天
火
播
寺
．
帝
日
、
「
此
國
不
群
之
相
也
。
」
〈
守
以
爲
、
「
九
月
、
帝
崩
也
。
」
〉
。
」

16

③

　
　
ニ『京

房
易
傳
』
に
曰
く
、
「
天
火
下
り
て
民
の
屋
室
草
木
を
焼
く
は
、
是
れ
治
を
胤
し
兵
を
殺
す
こ
と
作
る
を
謂
ふ
。
天
火
下
り
て
邑

王
の

屋
門
を
播
け
ば
、
其
の
王
に
死
凶
あ
り
〈
石
虎
此
の
三
偲
を
以
て
國
を
滅
ぼ
す
。
〉
。
天
火
下
り
て
邑
社
の
木
を
播
け
ば
、
其
の
邑

亡

ぶ
。
邑
の
社
廟
を
播
け
ば
、
其
の
邑
に
大
映
有
り
。
邑
の
道
巻
を
婚
く
、
是
を
城
を
抜
く
と
謂
ひ
、
天
下
に
兵
有
り
。
野
の
五
穀
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
こ
な

播
け
ば
、
其
の
邑
に
大
餓
あ
り
。
火
軍
中
に
下
り
、
師
將
戦
へ
ば
、
戦
心
敗
は
る
。
山
を
播
く
、
是
を
下
詳
と
謂
ひ
、
邑
民
流
亡
す
。

牛
馬
野
狩
を
播
け
ば
、
其
の
邑
園
ま
る
。
火
下
り
て
行
き
飛
べ
ば
、
天
下
に
流
民
有
り
。
火
に
故
無
く
光
元
く
ん
ば
、
其
の
邑
主
不
明

な
り
。
火
故
元
く
生
ぜ
ざ
れ
ば
、
天
下
不
安
な
り
。
火
に
故
無
く
生
ず
れ
ば
、
吉
な
る
も
、
自
ら
主
を
滅
す
。
炎
火
下
れ
ば
、
後
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

年
に
し
て
涌
水
起
こ
る
。
」
と
。
高
僧
慧
力
傳
に
曰
く
、
「
晋
の
孝
武
大
元
廿
一
年
七
月
、
天
火
寺
を
播
く
。
帝
曰
く
、
r
此
れ
國
の
不

詳
の
相
な
り
。
」
と
〈
守
以
爲
へ
ら
く
、
「
九
月
、
帝
崩
ず
る
な
り
。
」
と
。
〉
。
」
と
。
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16

④（1
）
『南
齊
書
』
巻
十
九
五
行
火

　
　
　
三
年
正
月
、
豫
章
郡
天
火
焼
三
千
飴
家
。
京
房
易
占
日
、
天
W
下
焼
民
屋
、
是
謂
齪
治
殺
兵
作
。
是
年
、
毫
軍
與
義
師
偏
衆
相

　
　
　
攻
於
南
江
諸
郡
。

『本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
侠
資
料
集
成
』
に
は
逸
文
と
し
て
、
こ
の
箇
所
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
『
高
僧
傳
』
巻
十
三
興
福
晋
京
師
瓦
官
寺
鐸
慧
力
（
『
大
正
新
脩
大
藏
経
』
）

　
　
　
圏
圏
ガ
、
未
知
何
人
。
晋
永
和
中
來
遊
京
師
。
常
乞
食
疏
苦
頭
陀
修
福
。
至
晋
興
寧
中
、
啓
乞
陶
庭
以
爲
瓦
官
寺
。
初
、
標

　
　
　
塔
基
、
是
今
塔
之
西
、
毎
夕
標
軌
東
移
十
飴
歩
、
旦
取
還
已
復
随
徒
。
潜
共
伺
之
、
見
一
人
著
朱
衣
武
冠
抜
標
置
東
方
。
伍
於

　
　
　
其
庭
起
塔
。
今
之
塔
庭
是
也
。
記
者
云
、
寺
立
後
三
十
年
、
當
爲
天
火
所
焼
。
至
晋
孝
武
・
I
R
I
1
十
1
年
七
月
夜
、
自
然
火
起
、

　
　
　
寺
僧
藪
十
都
無
知
者
、
明
旦
見
塔
已
成
灰
聚
。
帝
日
、
此
國
不
祥
之
相
也
。
即
敷
楊
法
尚
李
緒
等
速
令
修
復
。
至
九
月
帝
崩
。
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17

①
　
後
魏
書
日
出
帝
永
煕
三
年
永
寧
寺
九
層
爽
時
人
皆
日
佛
國
飛
入
東
海
則
個
魏
衰
大
齊
更
興
也
梁
大
同
十
二
年
四
月
中
同
秦
寺
失
後
三

年
武
帝
崩
唐
武
徳
七
年
七
月
中
禅
定
寺
爽
後
三
年
泰
王
立
事

17

②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

『後
魏
書
』
日
、
「
出
帝
永
煕
三
年
、
永
寧
寺
九
層
災
。
時
人
皆
日
、
「
佛
圖
飛
入
東
海
、
則
個
魏
衰
、
大
齊
更
興
也
。
」
。
」
梁
大
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
二
年
四
月
中
、
同
秦
寺
欠
、
後
三
年
武
帝
崩
。
唐
武
徳
七
年
七
月
中
、
輝
定
寺
災
、
後
三
年
秦
王
立
事
。

17

③



『後
魏
書
』
に
曰
く
、
r
出
帝
の
永
煕
三
年
、
永
寧
寺
の
九
層
に
災
あ
り
。
時
人
皆
な
曰
く
、
「
佛
圖
東
海
に
飛
入
す
れ
ば
、
則
ち
個

　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

魏

衰
へ
、
大
齊
更
た
に
興
る
な
り
。
」
と
。
」
と
。
梁
の
大
同
十
二
年
四
月
中
、
同
秦
寺
に
欠
あ
り
、
後
三
年
に
し
て
武
帝
崩
ず
。
唐

の
武
徳
七
年
七
月
中
、
t
F
．
N
；
－
定
寺
に
災
あ
り
、
後
三
年
に
し
て
秦
王
事
を
立
つ
。

17

④（
一
）
『魏
書
』
巻
一
百
一
十
二
上
露
徴
志
八
上
火
不
炎
上

　
　
　
出
帝
永
煕
三
年
二
月
、
永
寧
寺
九
層
佛
圖
凋
。
既
而
時
人
成
言
有
人
見
佛
圖
飛
入
東
海
中
。
永
寧
佛
圖
、
露
像
所
在
、
天
意

　
　
　
若
日
、
永
寧
見
災
、
魏
不
寧
　
。
勃
海
、
齊
献
武
王
之
本
封
也
。
神
露
蹄
海
、
則
齊
室
將
興
之
験
也
o

　
　
　
『
北
史
』
巻
六
齊
本
紀
上
高
祖
神
武
帝
高
歓

　
　
　
二
月
、
永
寧
寺
九
層
浮
屠
災
。
既
而
人
有
從
東
莱
至
、
云
及
海
上
人
成
見
之
於
海
中
、
俄
而
霧
起
、
乃
滅
。
説
者
以
為
天
意
若

　
　
　
日
、
「
永
寧
見
災
、
魏
不
寧
　
。
飛
入
東
海
、
勃
海
慮
　
。
」

（
二
）
『
梁
書
』
巻
三
武
帝
下

　
　
　
（
中
大
同
元
年
）
夏
四
月
丙
戌
、
於
同
泰
寺
解
講
、
設
法
會
。
大
赦
、
改
元
。
孝
悌
力
田
爲
父
後
者
賜
爵
一
級
、
査
宿
衛
文
武

　
　
　
各
有
差
。
是
夜
、
同
泰
寺
災
。

　
　
　
『
梁
書
』
巻
三
、
本
紀
第
三
、
武
帝
下

　
　
　
（
太
清
三
年
）
五
月
丙
辰
、
高
祖
崩
干
浄
居
殿
、
時
年
入
十
六
。

　
　
　
『
惰
書
』
巻
二
十
二
五
行
上
火

　
　
　
普
通
二
年
五
月
、
碗
淡
殿
火
、
延
焼
後
宮
三
千
除
間
。
中
大
通
元
年
、
朱
雀
航
華
表
災
。
明
年
、
同
泰
寺
鱒
。
大
同
三
年
、
朱

　
　
　
雀
門
災
。
水
診
火
也
o
是
時
帝
崇
尚
佛
道
、
宗
廟
牲
牲
、
皆
以
麺
代
之
。
又
委
萬
乗
之
重
、
数
詣
同
泰
寺
、
捨
身
爲
奴
、
令
王
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公
巳
下
蹟
之
o
初
陽
爲
不
許
、
後
爲
獣
許
、
方
始
還
宮
。
天
誠
若
日
、
梁
武
爲
國
主
、
不
遵
先
王
之
法
、
而
淫
於
佛
道
、
横
多

廉
費
、
將
使
其
社
稜
不
得
血
食
也
。
天
藪
見
愛
、
而
帝
不
悟
、
後
寛
以
亡
。
及
江
陵
之
敗
、
閨
城
爲
賎
隷
焉
、
即
捨
身
爲
奴
之

雁
也
o

18

①
　
瑞
雁
圖
日
地
燃
大
凶
之
象

18

②『瑞
雁
圖
』
日
、
「
地
燃
、
大
凶
之
象
。
」

18

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

『瑞
鷹
圖
』
に
曰
く
、
「
地
燃
ゆ
る
は
、
大
凶
の
象
な
り
。
」
と
。

18

④（1
）
孫
柔
之
撰
『
瑞
雁
圖
』
と
し
て
、
『
本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
侠
資
料
集
成
』
に
当
該
部
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

一 49一

o
土【概

要
】
本
項
目
で
は
、
五
行
の
1
つ
で
あ
る
「
土
」
に
つ
い
て
、
前
項
「
木
」
・
「
火
」
と
同
様
に

正
史
「
五
行
志
」
を
引
用
し
、
併
せ
て
正
史
以
外
の
関
連
資
料
を
引
用
し
て
解
説
し
て
い
る
。

『漢
書
』
五
行
志
を
始
め
と
す
る



01

①土

〈直
　
反
上
＞

01

②
　
土

〈直
　
反
、
上
。
＞

01

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
土

〈直
　
の
反
、
上
。
＞

01

④（1
）　
r
廣
韻
』
上
声

　
　
　
他
魯
切
。

o2

①鐸
名
呈
之
言
吐
也
吐
所
以
吐
生
万
物
也
〈
鄭
畜
土
猶
度
也
＞

o2
②『稗

名
』
日
、
「
土
之
言
吐
也
。
吐
所
以
吐
生
萬
＄
＄
也
o
」
　
〈
鄭
玄
日
、
「
土
猶
度
也
。
」
＞

o2
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

『鐸
名
』
に
曰
く
、
r
土
の
言
は
吐
な
り
。
吐
は
萬
物
を
吐
生
す
る
所
以
な
り
。
」
と
。

と
。
＞

o2

④

〈鄭
玄
曰
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

「
土
は
猶
ほ
度
の
ご
と
き
な
り
。
」
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（
こ

（11）
（1
）

（1
）

『繹
名
』
巻
一
繹
天

コ
出
也
。
能
吐
生
萬
物
也
o

『周
禮
』
地
官
司
徒
大
司
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

排
十
有
二
壌
之
物
而
知
其
種
以
教
稼
稽
樹
薮
。

鄭
玄
注
「
壌
亦
土
也
、
愛
言
耳
。
以
萬
物
自
生
焉
、
則
言
土
。
土
猶
吐
也
。

詩
云
、
「
樹
之
榛
栗
。
」
又
日
、
「
我
薮
黍
稜
。
薮
猶
蒔
也
。
」
。
」

『周
禮
』
地
官
司
徒
大
司
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

凡
建
邦
國
、
以
土
圭
土
其
地
而
制
其
域
。

鄭
玄
注
「
土
其
地
、
猶
言
度
其
地
。
」

以
人
所
耕
而
樹
薮
焉
、
則
言
壌
。
壌
、
和
緩
之
貌
。

一 51一

03

①
　
漢
志

日
傳
日
治
宮
室
飾
墓
謝
〈
師
古
日
墓
有
室
日
謝
〉
内
淫
乱
犯
親
戚
侮
父
兄
則
稼
稿
不
成
也
〈
鄭
玄
日
君
行
此
為
逆
天
中
官
之
政

中
宮
為
土
々
性
安
静
元
故
苗
生
消
悪
秀
實
不
熟
為
不
成
也
董
仲
日
人
君
好
淫
夫
妻
妾
過
度
侮
父
兄
欺
罵
百
姓
五
邑
刻
鎮
則
民
心
腹
宛
黄

舌
燗
痛
百
姓
不
成
賢
聖
放
亡
也
〉
説
日
土
中
央
生
万
物
者
也
其
於
王
者
為
内
事
宮
室
夫
婦
親
属
亦
相
生
者
也
古
者
天
子
諸
侯
室
宮
廟
大

小
高
卑
有
制
后
夫
人
駿
妾
多
少
進
退
有
度
九
族
親
硫
長
幼
有
序
孔
子
日
禮
与
其
奢
寧
倹
〈
師
古
日
言
若
不
得
礼
中
而
失
於
奢
則
不
如
倹

之

也
〉
放
禺
卑
宮
室
〈
師
古
日
論
語
稻
孔
子
日
禺
吾
無
間
然
　
卑
宮
室
而
蓋
溝
汕
謂
勤
於
治
水
而
所
居
挾
随
之
也
〉
文
王
刑
干
寡
妻
〈
師

古
日
大
雅
思
斉
之
詩
云
刑
干
寡
妻
至
干
兄
弟
以
御
干
震
邦
刑
法
也
寡
妻
謂
正
嫡
也
御
治
也
此
美
文
王
以
礼
法
接
待
其
妻
及
兄
弟
宗
族
又

廣
以
政
教
治
家
邦
也
〉
此
聖
人
之
所
以
昭
教
化
也
〈
昭
明
也
〉
如
此
則
士
得
其
性
　
若
廼
奢
淫
驕
慢
則
士
失
其
性
士
水
旱
之
穴
而
草
木



百
穀
不
熟
是
為
稼
稿
不
成

03

②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

『漢
志
』
日
、
「
傳
日
、
「
治
宮
室
、
飾
毫
桝
〈
師
古
日
、
コ
堂
有
室
日
謝
。
」
〉
、
内
淫
乱
、
犯
親
戚
、
侮
父
兄
、
則
稼
稿
不
成
也
。
」
〈
鄭

玄

日
、
「
君
行
此
爲
逆
天
中
宮
之
政
、
中
宮
爲
土
、
土
性
安
静
。
元
故
苗
生
、
消
悪
、
秀
實
不
熟
、
爲
不
成
也
。
」
董
仲
日
、
「
人
君
好

淫
夫
、
妻
妾
過
度
、
侮
父
兄
、
欺
罵
百
姓
、
五
邑
刻
鎮
、
則
民
心
腹
宛
黄
、
舌
欄
痛
。
百
姓
不
成
、
賢
聖
放
亡
也
。
」
〉
説
日
、
「
土
中
央
、

生
萬
物
者
也
。
其
於
王
者
、
爲
内
事
。
宮
室
・
夫
婦
・
親
属
亦
相
生
者
也
。
古
者
天
子
諸
侯
、
室
宮
廟
大
小
高
卑
有
制
、
后
夫
人
膣
妾

多
少
進
退
有
度
、
九
族
親
疏
長
幼
有
序
。
」
孔
子
日
、
「
禮
與
其
奢
、
寧
倹
」
〈
師
古
日
、
「
言
若
不
得
禮
中
而
失
於
奢
、
則
不
如
倹
、
之

　
　
　
　
ロ

也
o
」
〉
o
故
禺
卑
宮
室
〈
師
古
日
、
「
『
論
語
』
稻
孔
子
日
、
「
萬
、
吾
無
間
然
夷
。
卑
宮
室
而
蓋
溝
汕
」
。
謂
勤
於
治
水
而
所
居
狭
随
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

之
也
」
。
〉
、
文
王
刑
干
寡
妻
〈
師
古
日
、
「
大
雅
思
齊
之
詩
云
、
「
刑
干
寡
妻
、
至
干
兄
弟
、
以
御
干
家
邦
。
」
刑
、
法
也
。
寡
妻
、
謂
正

嫡
也
。
御
、
治
也
。
此
美
文
王
以
禮
法
接
待
其
妻
、
及
兄
弟
宗
族
、
又
廣
以
政
教
治
家
邦
也
。
」
〉
。
此
聖
人
之
所
以
昭
教
化
也
　
〈
昭
、

　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

明
也
。
〉
。
如
此
則
土
得
其
性
　
。
若
逼
奢
淫
驕
慢
、
則
土
失
其
性
。
亡
水
旱
之
災
而
草
木
百
穀
不
熟
、
是
爲
稼
稿
不
成
。
」
。
」

03

③『漢
志
』
に
曰
く
、
r
傳
に
曰
く
、
r
宮
室
を
治
め
、
憂
謝
を
飾
り
〈
師
古
曰
く
、
「
毫
に
室
有
る
を
謝
と
日
ふ
。
」
と
。
〉
、
内
に
淫
乱
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ニ

親
戚
を
犯
し
、
父
兄
を
侮
れ
ば
、
則
ち
稼
稿
成
ら
ざ
る
な
り
。
」
と
。
〈
鄭
玄
曰
く
、
r
君
此
を
行
ふ
は
天
の
中
宮
の
政
に
逆
ふ
と
爲
す
、

中
宮
は
土
爲
り
、
土
の
性
は
安
静
な
り
。
故
元
く
し
て
苗
生
せ
ば
悪
を
消
し
、
秀
實
り
て
熟
せ
ざ
れ
ば
、
成
ら
ず
と
爲
す
な
り
。
」
と
。

董
仲
曰
く
、
［
人
君
淫
夫
を
好
み
、
妻
妾
度
を
過
ぎ
、
父
兄
を
侮
り
、
百
姓
を
欺
罵
し
、
五
邑
に
刻
鍍
す
れ
ば
、
則
ち
民
の
心
腹
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　

宛
黄
し
、
舌
は
欄
痛
す
。
百
姓
成
ら
ず
ん
ば
、
賢
聖
放
亡
す
る
な
り
。
」
と
。
〉
説
に
曰
く
、
r
土
は
中
央
、
萬
物
を
生
む
者
な
り
。
其

の

王
者

に
於
け
る
や
、
内
事
を
爲
す
。
宮
室
・
夫
婦
・
親
属
も
亦
た
相
ひ
生
ず
る
者
な
り
。
古
は
天
子
諸
侯
、
室
宮
廟
の
大
小
高
卑
に
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制
有
り
、
后
夫
人
膣
妾
の
多
少
進
退
に
度
有
り
、
九
族
の
親
疏
長
幼
に
序
有
り
」
と
。
孔
子
曰
く
、
r
禮
は
其
の
奢
ら
ん
よ
り
は
、
寧

ろ
倹
せ
よ
」
と
〈
師
古
曰
く
、
r
言
ふ
こ
こ
ろ
は
若
し
禮
の
中
を
得
ず
し
て
に
を
失
せ
ば
、
則
ち
倹
す
る
に
如
か
ず
、
之
な
り
。
」
A
J
　
O
〉
o

故

に
萬
宮
室
を
卑
く
し
〈
師
古
曰
く
、
r
『
論
語
』
に
孔
子
の
「
萬
は
、
吾
聞
然
す
る
こ
と
無
し
。
宮
室
を
卑
く
し
て
溝
汕
に
蓋
く
す
。
」

と
日
ふ
を
稻
す
。
治
水
に
勤
め
て
居
る
所
挾
随
な
る
を
謂
ふ
、
之
な
り
。
」
と
。
〉
、
文
王
寡
妻
に
刑
し
〈
師
古
曰
く
、
r
大
雅
思
齊
の

詩
に
云
ふ
、
r
寡
妻
に
刑
し
、
兄
弟
に
至
り
、
以
て
家
邦
を
御
む
。
」
と
。
刑
は
、
法
な
り
。
寡
妻
は
、
正
嫡
を
謂
ふ
な
り
。
御
は
、
治

な
り
。
此
れ
文
王
の
禮
法
を
以
て
其
の
妻
を
接
待
し
、
兄
弟
宗
族
に
及
び
、
又
た
廣
く
政
敦
を
以
て
家
邦
を
治
む
る
を
美
む
る
な
り
。
」

と
。
〉
。
此
れ
聖
人
の
教
化
を
昭
ら
か
に
す
る
所
以
な
り
〈
昭
は
、
明
な
り
〉
。
此
く
の
如
く
ん
ば
則
ち
土
は
其
の
性
を
得
。
若
し
廼
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ

奢
淫
驕
慢
す
れ
ば
、
則
ち
土
は
其
の
性
を
失
ふ
。
水
旱
の
災
亡
き
も
草
木
百
穀
熟
せ
ず
、
是
れ
稼
稿
の
成
ら
ず
と
爲
す
。
」
と
。
」
と
。

03
④（

一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上
土

　
　
　
傳
日
、
「
治
宮
室
、
飾
墓
剛
内
淫
齪
、
犯
親
戚
、
侮
父
兄
、
則
稼
稿
不
成
。
」

（1
）

（1　1

）
師
古
日
、
「
毫
有
室
日
剛
。
」

『春
秋
繁
露
』
五
行
順
逆

土
者
夏
中
、
成
熟
百
種
、
君
之
官
。
循
宮
室
之
制
、
謹
夫
婦
之
別
、

及
保
巌
、
則
百
姓
親
附
、
城
郭
充
實
、
賢
聖
皆
遷
、
仙
人
降
。

大
爲
毫
樹
、
五
色
成
光
、
離
文
刻
鎮
、
則
民
病
心
腹
宛
黄
、

保
最
不

爲
、
百
姻
▲
d
。

『漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上
土

加
親
戚
之

恩
。
恩
及
於
土
、
則
五
穀
成
、
而
嘉
禾
興
。
恩

（三
）

如
人
君
女
淫
侠
、
妻
妾
過
度
、
犯
親
戚
、
侮
父
兄
、
ぱ
ハ
周
百
姓
、

舌
燗
痛
。
答
及
於
土
、
則
五
穀
不
成
。
暴
虐
妄
詠
、
答
及
保
巌
、
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説
日
、
土
、
中
央
、
生
萬
物
者
也
。
其
於
王
者
、
爲
内
　
。
宮
室
、
　
婦
、
親
属
、
亦
相
生
者
也
。

古
者
天
子
諸
侯
、
宮
廟

　
　
（
r
－
）
　
（
2
）

　坐

　局
卑

　有
一制

9后　
禿

璽　
多

ε装
　
震

九
族
親
疏
長
幼
有
序
。
子
子
日
、
「
禮
、
－
ハ
其
　
也
、
寧
倹
。
」
故
禺
卑
宮
室
、

　　　　　　　　　　　　　
v　　　v　　　v

文
王
刑
干
寡
妻
、
此
聖
人
之
所
以
昭
教
化
也
。
如
此
則
土
得
其
↑
ム
矢
o
若
乃

　
百
穀
不
敦
、
是
爲
稼
稿
不
成
。

師
古
日
、
「
論
語
載
孔
子
之
言
也
。
若
不
得
禮
之
中
而
失
於
　
、
則
不
如
倹
。
」

淫

゜

慢
、
則
土
失
其
↑
。
亡
水
早
之
部
而
草

（4
）

師
古
日
、
「
論
一
＝
萌
載
孔
子
日
、
萬
、
吾
無
間
然
ム
矢
、
卑
宮
室
而
蓋
力
乎
溝
汕
。
謂
勤
於
治
水
而
所
居
挾
随
也
。
」

師
古
日
、
■
　
雅
思
賀
之
詩
云
、
刑
干
寡
妻
、
至
干
兄
弟
、
以
御
干
家
邦
。

美
文
王
以
禮
法
接
待
其
妻
、
妾
及
兄
弟
宗
族
、
又
廣
以
　
孝
治
家
邦
。
」

師
古
日
、
「
昭
、
明
也
。
」

刑
、
法
也
。
寡
妻
、
謂
正
嫡
也
。
御
、
治
也
。
此

o4
①

　
董
仲
紆
五
行
逆
従
日
土
者
季
夏
成
熟
百
種
君
之
官
也
修
宮
室
之
制
謹
夫
婦
之
別
加
親
戚
之
思
則
五
穀
成
而
嘉
禾
興
恩
及
虫
則
百
姓
親

附
城
郭
充
盈
賢
聖
皆
進
也

o4
②

　
董
仲
箭
五
行
逆
從
日
、
「
土
者
季
夏
、
成
熟
百
種
、
君
之
官
也
。
修
宮
室
之
制
、
謹
夫
婦
之
別
、
加
親
戚
之
思
、
則
五
穀
成
、
而
嘉

禾
興
。
恩
及
轟
、
則
百
姓
親
附
、
城
郭
充
盈
、
賢
聖
皆
進
也
。
」

o4

③
　
董
仲
箭
五
行
逆
從
に
曰
く
、
［
土
は
季
夏
、
百
種
を
成
熟
す
、
君
の
官
な
り
。
宮
室
の
制
を
修
め
、
夫
婦
の
別
を
謹
み
、
親
戚
の
思
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を
加
ふ
れ
ば
、
則
ち
五
穀
成
り
て
、

と
。

o4
④（

一
）
『春
秋
繁
露
』
五
行
順
逆

嘉
禾

興

る
。
恩
轟
に
及
べ
ば
、
則
ち
百
姓
親
附
し
、
城
郭
充
盈
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

賢
聖
皆
な
進
む
な
り
。
」

土
者
夏
中
、
成
熟
百
董
、
君
之
官
。
循
宮
室
之
制
、
謹
　
婦
之
別
、
加
親
戚
之
恩
。
恩
及
於
土
、
則
五
穀
成
、
而
嘉
　
興
。
恩

及
　
巌
、
則
百
姓
親
附
、
城
郭
充
實
、
賢
聖
皆
遷
、
仙
人
降
。
如
人
君
好
淫
侠
、
妻
妾
過
度
、
犯
親
戚
、
侮
父
兄
、
欺
岡
百
姓
、

大
爲
量
樹
、
五
色
成
光
、
離
文
刻
鎮
、
則
民
病
心
腹
宛
黄
、
舌
欄
痛
。
答
及
於
土
、
則
五
穀
不
成
。
暴
虐
妄
諌
、
答
及
保
巌
、

保
巌
不
爲
、
百
姓
叛
去
、
賢
聖
放
亡
。

o5

①
　
嚴
公
廿
八
年
冬
大
水
亡
麦
禾
董
仲
箭
以
為
夫
人
哀
姜
淫
乱
〈
師
古
日
哀
姜
荘
公
夫
人
斉
女
之
也
〉
逆
陰
氣
故
大
水
也
劉
向
以
水
早
當

書
不
書
水
旱
而
日
大
臣
麦
禾
者
土
氣
不
養
稼
稿
不
成
者
也
是
時
夫
人
淫
於
二
叔
内
外
亡
別
〈
師
古
日
二
叔
謂
荘
公
二
弟
仲
度
文
及
叔
平

也
〉
又
因
凶
飢
一
年
而
三
築
墓
〈
師
古
日
謂
舟
一
年
春
築
憂
干
郎
夏
築
曇
干
蒔
秋
築
墓
子
秦
也
郎
蒔
秦
皆
魯
地
之
也
〉
故
雁
是
而
稼
稿

不
成
飾
毫
謝
内
淫
乱
之
罰
之
遂
不
改
膳
四
年
而
死
〈
師
古
日
荘
以
舟
二
年
莞
距
大
水
無
麦
禾
凡
四
歳
也
〉
既
流
二
世
〈
師
古
日
謂
子
般

及
関
公
皆
殺
死
之
也
〉
奢
淫
之
患
也

o5

②
　
嚴
公
廿
八
年
冬
、
「
大
水
亡
変
禾
。
」
董
仲
箭
以
爲
、
「
夫
人
哀
姜
淫
齪
〈
師
古
日
、
コ
展
姜
、
荘
公
夫
人
、
齊
女
、
之
也
。
」
〉
、
逆
陰
氣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

故
大
水
也
。
」
劉
向
以
、
「
水
早
當
書
、
不
書
水
旱
而
日
「
大
亡
変
禾
」
者
、
土
氣
不
養
、
稼
稿
不
成
者
也
。
是
時
、
夫
人
淫
於
二
叔
、
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ロ
　
　
　
　
　
　
ロ

内
外
亡
別
〈
師
古
日
、
「
二
叔
、
謂
荘
公
二
弟
仲
慶
父
及
叔
牙
也
。
」
〉
。
又
因
凶
飢
、
一
年
而
三
築
憂
〈
師
古
日
、
「
謂
舟
一
年
、
「
春
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

憂
干
郎
」
、
「
夏
築
墓
干
蒔
」
、
r
秋
築
書
干
秦
」
也
o
郎
・
蒔
・
秦
、
皆
魯
地
、
之
也
。
」
〉
。
故
礁
是
而
稼
稿
不
成
。
飾
墓
樹
、
内
淫
齪

　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

之
国
討
云
。
遂
不
改
搭
、
四
年
而
死
〈
師
古
日
、
「
荘
公
舟
二
年
莞
。
距
「
大
水
無
変
禾
」
、
凡
四
歳
也
。
」
〉
、
既
流
二
世
〈
師
古
日
、
「
謂

子
般
及
閾
公
、
皆
殺
死
、
之
也
。
」
〉
、
奢
淫
之
患
也
。
」

o5

③
　
嚴
公
廿
入
年
の
冬
に
、
「
大
水
あ
り
て
褻
禾
を
亡
ふ
。
」
と
。
董
仲
箭
以
爲
へ
ら
く
、
r
夫
人
哀
姜
淫
齪
に
し
て
〈
師
古
曰
く
、
「
哀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も

姜
は
、
荘
公
の
夫
人
、
齊
の
女
、
之
な
り
。
」
と
。
〉
、
陰
氣
に
逆
ふ
、
故
に
大
水
あ
る
な
り
。
」
と
。
劉
向
以
へ
ら
く
、
r
水
旱
當
に
書

す
べ
き
も
、
水
早
を
書
せ
ず
し
て
r
大
い
に
変
禾
を
亡
ふ
」
と
日
ふ
は
、
土
氣
養
は
れ
ず
、
稼
稿
成
ら
ざ
る
者
な
り
。
是
の
時
、
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ
　
　
　
　
　
　
ロ

人

二
叔

に
淫
し
、
内
外
別
を
亡
ふ
〈
師
古
曰
く
、
「
二
叔
は
、
荘
公
の
二
弟
の
仲
慶
父
及
び
叔
牙
を
謂
ふ
な
り
。
」
A
J
　
O
〉
o
又
た
凶
飢

　
か
さ

を
因
ね
、
一
年
に
し
て
三
た
び
毫
を
築
く
＜
師
古
曰
く
、
「
舟
一
年
、
「
春
墓
を
郎
に
築
く
」
、
「
夏
憂
を
蒔
に
築
く
」
、
r
秋
墓
を
秦
に

築
く
」
を
謂
ふ
な
り
。
郎
・
蒔
・
秦
は
、
皆
な
魯
の
地
、
之
な
り
」
“
J
O
〉
o
故
に
是
に
雁
じ
て
稼
稿
成
ら
ず
。
墓
樹
を
飾
り
、
淫
齪

を
内
に
す
る
の
罰
と
云
ふ
。
遂
に
改
悟
せ
ず
、
四
年
に
し
て
死
し
〈
師
古
曰
く
、
「
荘
公
舟
二
年
に
し
て
亮
ず
。
「
大
水
あ
り
て
変
禾

う
し
な

を
無
ふ
」
を
距
つ
こ
と
、
凡
そ
四
歳
な
り
。
」
と
。
〉
、
既
二
世
に
流
る
る
は
〈
師
古
曰
く
、
「
子
般
及
び
関
公
、
皆
な
殺
さ
れ
て
死
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

を
謂
ふ
、
之
な
り
。
」
と
。
〉
、
奢
淫
の
患
な
り
。
」
と
。

o5
④（

一
）
『漢
書
』
巻
二
十
七
上
五
行
志
上
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
嚴

ム
ニ

十
ノ
年
・
、
r
亡
変
　
」
。
董
仲
紆
以
爲
　
人
哀
姜
淫
齪
、
逆
陰
氣
、
古
大
z
也
。
劉
向
以
爲
z
早
當
書
、
不
目
皐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
　
而
日
大
亡
変
禾
者
、
土
氣
不
養
、
稼
稿
不
成
者
也
。
是
時
、
夫
人
淫
於
二
川
、
内
　
亡
別
、
又
因
凶
θ
、
一
年
而
三
築
墓
、
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雁
是
而
稼
稿
不
成
、

師
古
日
、
「
哀
姜
、
荘
ム
　
人
、
齊
女
也
。
」

飾
墓
樹
内
淫
齪
之
罰
云
。
遂
不
改
癌
、

o
」

　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
年
而
死
、
既
流
二
世
、
奢
淫
之
患
也
。

＾　　06　　　　　　　　　　06　　　　　　06　　　　　　06

一 ④　　③　②　①v 言？谷言Tv　　　　v　　　　v　　　　v　　　　v■，

　
　
　
師
古
日
、
　
謂
三
十
一
年
春
築
毫
干
郎
、
夏
築
毫
干
蒔
、
秋
築
墨
干
秦
也
。
郎
、
蒔
、
秦
、
皆
魯
地
也
。
」

　
　
　
師
古
日
、
「
荘
公
三
十
二
年
莞
、
距
大
水
無
萎
禾
、
凡
四
歳
也
。
」

　
　
　
師
古
日
、
「
謂
子
西
及
閾
公
、
皆
殺
死
。
」

古
今
注
日
成
帝
河
平
四
年
臨
准
條
縣
土
踊
起
高
二
丈
長
六
里
〈
春
秋
考
異
部
日
后
疾
専
則
土
踊
之
也
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

『古
今
注
』
日
、
　
r
成
帝
河
平
四
年
、
臨
准
條
縣
、
土
踊
起
、
高
二
丈
、
長
六
里
。
」
〈
『
春
秋
考
異
郵
』
日
、
　
r
后
族
專
、
則
土
踊
、
之
也
。
」
〉

『古
今
注
』
に
曰
く
、
r
成
帝
の
河
平
四
年
、
臨
准
の
條
縣
、
土
踊
起
し
、
高
さ
二
丈
、
長
さ
六
里
な
り
。
」
．
u
o
　
〈
『
春
秋
考
異
郵
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

に
曰
く
、
「
后
の
族
專
す
れ
ば
、
則
ち
土
踊
る
、
之
な
り
。
」
と
。
〉

　
　
　
『
太
平
御
覧
』
巻
三
十
七
地
部
二
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

　
　
　

春
秋
考
異
郵
　
日
、
「
后
矢
專
、
則
土
踊
。
」
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（
1
）
宋
均
注
日
、
「
陰
盛
也
o
」

o7

①
　
晋
書
日
元
帝
太
興
二
年
呉
郡
呉
興
東
陽
亡
麦
禾
大
飢
孝
武
大
元
六
年
元
麦
禾
天
下
大
飢
此
皆
土
失
其
性
是
為
稼
稿
不
成
忽
自
長
在
道

中
天
下
通
也
在
城
邑
下
其
治
殴
敗
在
市
中
國
有
利
在
社
幌
王
者
益
地
在
軍
中
加
位
得
封
也

o7

②『晋
書
』
日
、
　
［
元
帝
太
興
二
年
、
呉
郡
・
呉
興
・
東
陽
亡
萎
禾
、
大
飢
。
孝
武
太
元
六
年
、
元
褒
禾
、
天
下
大
飢
。
」
此
皆
土
失
其
性
。

是
爲
稼
稿
不
成
。
忽
自
長
在
道
中
、
天
下
通
也
。
在
城
邑
下
、
其
治
殿
敗
。
在
市
中
、
國
有
利
。
在
社
幌
、
王
者
益
地
o
在
軍
中
、
加

位
得
封
也
。

o7

③『晋
書
』
に
曰
く
、
r
元
帝
の
太
興
二
年
、
呉
郡
・
呉
興
・
東
陽
変
禾
を
亡
ひ
、
大
い
に
飢
ふ
。
孝
武
の
太
元
六
年
、
変
禾
元
し
、
天

　
　
　
　
　
　
　
ニ

下

大
い
に
飢
ふ
。
」
と
。
此
れ
皆
な
土
其
の
性
を
失
ふ
。
是
れ
稼
稿
の
成
ら
ず
爲
り
。
忽
ち
自
長
し
て
道
中
に
在
れ
ば
、
天
下
通
ず

る
な
り
。
城
邑
の
下
に
在
れ
ば
、
其
の
治
殿
敗
す
。
市
中
に
在
れ
ば
、
國
に
利
有
り
。
社
櫻
に
在
れ
ば
、
王
者
地
を
㊨
す
。
軍
中
に

在
れ
ば
、
位
を
加
へ
ら
れ
封
を
得
る
な
り
。

o7

④（
一
）
『晋
書
』
巻
二
十
七
五
行
上
土

　
　
　
元
帝
・
興
二
年
、
呉
郡
、
呉
興
、
東
陽
無
変
禾
、
大
雀
。

　
　
　
成
帝
成
和
五
年
、
無
変
禾
、
天
下
大
磯
。
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穆
帝
永
和
十
年
、
1
1
I
K
〈
不
登
。
十
二
年
、
大
無
変
。

　
　
　
孝
武

・
元
六
年
、
無
蜜
禾
、
天
下
大
餓
。

　
　
　
安
帝
元
興
元
年
、
無
変
禾
、
天
下
大
磯
。

08

①
　
蜀
王
本
紀
日
蜀
王
出
猟
見
秦
王
以
金
一
笥
遺
蜀
王
々
々
報
以
礼
物
毒
化
為
土
秦
王
怒
臣
下
拝
賀
日
土
者
地
也
秦
當
得
蜀
　

08

②『蜀
王
本
紀
』
日
、
「
蜀
王
出
猟
、
見
秦
王
。
以
金
一
笥
遺
蜀
王
。
蜀
王
報
以
禮
物
、
蓋
化
爲
土
。
秦
王
怒
。
臣
下
拝
賀
日
、
「
土
者
地

也
o
秦
當
得
蜀
英
。
」
。
」

08
③『蜀

王
本
紀
』
に
曰
く
、
「
蜀
王
猟
に
出
で
、
秦
王
に
見
ゆ
。
金
一
笥
を
以
て
蜀
王
に
遺
る
。
蜀
王
報
ず
る
に
禮
物
を
以
て
す
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

蓋
く
化
し
て
土
と
爲
る
。
秦
王
怒
る
。
臣
下
拝
賀
し
て
日
v
、
r
土
は
地
な
り
。
秦
當
に
蜀
を
得
べ
し
。
」
と
。
」
と
。

08

④（1
）　
T
太
平
御
覧
』
巻
三
十
七
地
部
二
土

　
　
　

蜀
王
　
紀
』
日
、
　
r
蜀
王
猟
於
褒
谷
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

見
秦
王
。
以
笠
一
笥
遺
蜀
王
。
蜀
王
幸
以
禮
物
、
霊
化
爲
土
。
秦
王
大
怒
。
臣
下
拝
賀

　
　

日
、
　
r
土
、
地
也
。
　
フ
秦
當
得
蜀
ム
矢
O
」
O
」

［付
記
］
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
「
基
盤
研
究
」
（
B
）
「
前
近
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
術
数
文
化
の
形
成
と
伝
播
・
展
開
に
関
す
る
学
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際
的
t
5
g
e
」
　
（
1
6
H
0
3
4
6
6
）
に
関
連
す
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
ま
た
、
査
読
の
先
生
方
か
ら
は
多
く
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。

こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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